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令和２年度 設計担当者会議 

 

    日 時：令和２年 ９月２９日～１０月２３日 

 

次      第 

 

開   会 

 

挨   拶 

 

１．積算基準改定関係                             （約４０分） 

 １－１ 土木工事標準積算基準書の改定 

１－２ 港湾・漁港請負工事積算基準の改定 

 １－３ 電気通信設備積算基準書の改定 

 １－４ 機械設備積算基準書の改定 

 １－５ 設計業務等標準積算基準書の改定 

 １－６ 建設機械等損料算定表の改定 

   

２．伝達事項 

２－１ 適切な積算の実施について                     （約１０分） 

 ２－２ 業界との意見交換会結果について                  （約 ５分）

２－３ 労務費調査について                        （約 ５分） 

 

休  憩                                  （約１０分） 

２－４ 既通知文書について                        （約２０分） 

 

３．発注者のための建設業法令遵守について〈土木部 監理課〉         （約２０分） 

 

４．質疑応答                                （約１０分） 

 

閉  会 
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令和２年度設計担当者会議

14:00 ～ 16:00 上五島支所
テレビ会議

（２階第１会議
室）

8 10月23日 （ 金 ）

県北振興局
天満庁舎３階
A･B会議室

3 10月2日

13:30 ～ 15:306 10月20日 （ 火 ）

島原振興局
第１会議室

本庁・長崎振興局
港湾漁港事務所

長崎振興局
ＡＢ会議室

（

対 象 管 内開　催　日　時　(案）

火 15:30） 13:30 ～1 9月29日 県央振興局

壱岐振興局

金

5 ）10月14日 13:15

月

（

4 10月5日 14:00）

島原振興局

）2 10月1日

開 催 場 所

壱岐振興局
別館３階会議室

対馬振興局
対馬振興局

本館１階会議室

（
県央振興局

研修棟

（ 13:00

（ ） 11:309:30 ～

木 ～ 15:00

水 ～ 15:15

16:00～

7 10月23日 （ 金 ） 14:00 ～ 16:00 五島振興局
テレビ会議

（４階C会議室）
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1-1  土木工事積算基準書の改定
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令和２年度 設計担当者会議 

 
１．積算基準改定関係 

 

１－１ 令和２年度土木工事標準積算基準書 

①改定概要（国土交通省 本省資料、九地整資料） 
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令
和
２
年
度
　
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書
　
改
正
資
料

　
目
　
　
　
　
　
　
次

編
章

工
　

　
種

改
 
　
定
 
 
概
　
 
要

ペ
ー
ジ

総
則

総
則

請
負
工
事
の
工
事
費
構
成

一
部
改
正

1

総
則

工
事
費
の
積
算

直
接
工
事
費

一
部
改
正

2

総
則

工
事
費
の
積
算

間
接
工
事
費
（
共
通
仮
設
費
）

一
部
改
正

3

総
則

工
事
費
の
積
算

間
接
工
事
費
（
共
通
仮
設
費
の
率
分
）

一
部
改
正

5

総
則

工
事
費
の
積
算

運
搬
費

一
部
改
正

7

総
則

工
事
費
の
積
算

重
建
設
機
械
分
解
組
立

一
部
改
正

1
1

総
則

工
事
費
の
積
算

準
備
費

一
部
改
正

1
2

総
則

工
事
費
の
積
算

安
全
費

一
部
改
正

1
3

総
則

工
事
費
の
積
算

技
術
管
理
費

一
部
改
正

1
4

総
則

工
事
費
の
積
算

現
場
管
理
費

一
部
改
正

1
5

総
則

一
般
管
理
費
等
及
び
消
費
税
等
相
当
額

一
般
管
理
費
等

一
部
改
正

1
9

総
則

随
意
契
約
方
式
に
よ
り
工
事
を
発
注
す
る
場
合
の
間
接
工
事
費
等

の
調
整
及
び
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
減
額
と
な
る
場
合
の
運
用
に
つ
い
て
随
意
契
約
方
式
に
よ
り
工
事
を
発
注
す
る
場
合
の
共
通
仮
設
費
，
現
場
管
理

費
及
び
一
般
管
理
費
等
の
調
整
に
つ
い
て

一
部
改
正

2
0

総
則

随
意
契
約
方
式
に
よ
り
工
事
を
発
注
す
る
場
合
の
間
接
工
事
費
の

調
整
及
び
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
減
額
と
な
る
場
合
の
運
用
に
つ
い
て

工
事
請
負
契
約
書
第
２
５
条
（
ス
ラ
イ
ド
条
項
）
の
減
額
と
な
る
場
合
の
運
用
に
つ

い
て

一
部
改
正

2
1

総
則

数
値
基
準
等

数
量
総
括
表
へ
の
条
件
明
示

一
部
改
正

2
2

総
則

原
動
機
燃
料
消
費
量

原
動
機
燃
料
消
費
量

一
部
改
正

4
0

総
則

建
設
機
械
運
転
労
務
等

機
械
運
転
単
価
表

一
部
改
正

4
1

総
則

土
木
請
負
工
事
の
特
許
使
用
料
の
積
算

土
木
請
負
工
事
の
特
許
使
用
料
の
積
算
に
つ
い
て

一
部
改
正

4
2

総
則

時
間
的
制
約
を
受
け
る
公
共
土
木
工
事
の
積
算

時
間
的
制
約
を
受
け
る
公
共
土
木
工
事
の
積
算
に
つ
い
て

一
部
改
正

4
3

総
則

工
事
の
一
時
中
止
に
伴
う
増
加
費
用
等
の
積
算

工
事
の
一
時
中
止
に
伴
う
増
加
費
用
等
の
積
算
に
つ
い
て

一
部
改
正

4
5

総
則

１
日
未
満
で
完
了
す
る
作
業
の
積
算

１
日
未
満
で
完
了
す
る
作
業
の
積
算

一
部
改
正

5
1

総
則

そ
の
他

作
業
日
当
り
標
準
作
業

一
部
改
正

5
5

22
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土
木
工
事
標
準
積
算
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準
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改
正
資
料

　
目
　
　
　
　
　
　
次

編
章

工
　

　
種

改
 
　
定
 
 
概
　
 
要

ペ
ー
ジ

総
則

そ
の
他

市
場
単
価
の
１
日
当
り
標
準
施
工

一
部
改
正

9
8

共
通
工

土
工

土
工

一
部
改
正

1
0
0

共
通
工

土
工

土
工
（
IC
T
）

一
部
改
正

1
1
8

共
通
工

土
工

安
定
処
理
工

一
部
改
正

1
2
6

共
通
工

土
工

安
定
処
理
工
（
自
走
式
土
質
改
良
工
）

一
部
改
正

1
2
7

共
通
工

土
工

法
面
整
形
工
（
IC
T
）

一
部
改
正

1
2
8

共
通
工

共
通
工

基
礎
・
裏
込
砕
石
工
、
基
礎
・
裏
込
栗
石
工

一
部
改
正

1
3
1

共
通
工

共
通
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
積
（
張
）
工

一
部
改
正

1
4
0

共
通
工

共
通
工

場
所
打
擁
壁
工
（
１
）

一
部
改
正

1
5
4

共
通
工

共
通
工

場
所
打
擁
壁
工
（
２
）

一
部
改
正

1
5
5

共
通
工

共
通
工

プ
レ
キ
ャ
ス
ト
擁
壁
工

一
部
改
正

1
5
7

共
通
工

共
通
工

構
造
物
補
修
工
（
ひ
び
割
れ
補
修
工
）

一
部
改
正

1
5
8

共
通
工

共
通
工

構
造
物
補
修
工
（
断
面
修
復
工
（
左
官
工
法
）
）

一
部
改
正

1
6
0

共
通
工

共
通
工

排
水
構
造
物
工

一
部
改
正

1
6
1

共
通
工

共
通
工

排
水
構
造
物
工
（
溶
接
金
網
及
び
埋
設
鋼
板
型
枠
）

一
部
改
正

1
7
3

共
通
工

共
通
工

排
水
構
造
物
工
（
現
場
打
ち
水
路
（
本
体
）
）

一
部
改
正

1
7
7

共
通
工

共
通
工

排
水
構
造
物
工
（
現
場
打
ち
集
水
桝
・
街
渠
桝
（
本
体
）
）

一
部
改
正

1
7
8

共
通
工

共
通
工

軟
弱
地
盤
処
理
工
(粉
体
噴
射
攪
拌
(Ｄ
ＪＭ
工
法
))

一
部
改
正

1
7
9

共
通
工

共
通
工

ス
ラ
リ
ー
攪
拌
工

一
部
改
正

1
8
0

共
通
工

共
通
工

高
圧
噴
射
攪
拌
工

一
部
改
正

1
8
2

共
通
工

共
通
工

中
層
混
合
処
理
工

一
部
改
正

1
8
8

基
礎

・
裏

込
栗

石
工

が
廃

止

押
土
の
有
無
が
5
0
0
m
3

か
ら
5
0
0
0
m
3
以
上
に
変
更

IC
T
建
機
の
賃
料

加
算
額
が
追
加

IC
T
建
機
の
賃
料

加
算
額
が
追
加

道
路
ボ
ッ
ク
ス
カ
ル
バ
ー
ト
が
追
加
対
象

道
路
ボ
ッ
ク
ス
カ
ル
バ
ー
ト
が
追
加
対
象

管
（
函
）
渠
型
側
溝
（
1
0
0
0
,2
4
3
0
m
m
）

が
廃
止

深
層
混
合
処
理
機
（
ス
ラ
リ
ー
式
）
が
追
加
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令
和
２
年
度
　
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書
　
改
正
資
料

　
目
　
　
　
　
　
　
次

編
章

工
　

　
種

改
 
　
定
 
 
概
　
 
要

ペ
ー
ジ

共
通
工

共
通
工

旧
橋
撤
去
工

一
部
改
正

1
9
1

共
通
工

共
通
工

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
を
用
い
た
超
軽
量
盛
土
工

一
部
改
正

1
9
2

共
通
工

共
通
工

函
渠
工
（
２
）

一
部
改
正

1
9
4

共
通
工

共
通
工

函
渠
工
（
３
）
大
型
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス
カ
ル
バ
ー
ト
工

一
部
改
正

1
9
6

共
通
工

共
通
工

殻
運
搬

一
部
改
正

1
9
8

共
通
工

基
礎
工

鋼
管
・
既
製
コ
ン
ク
リ
ー
ト
杭
打
工
（
中
堀
工
）

一
部
改
正

2
0
3

共
通
工

基
礎
工

鋼
管
・
既
製
コ
ン
ク
リ
ー
ト
杭
打
工
（
鋼
管
ソ
イ
ル
セ
メ
ン
ト
杭
工
）

一
部
改
正

2
0
6

共
通
工

基
礎
工

鋼
管
・
既
製
コ
ン
ク
リ
ー
ト
杭
打
工
（
回
転
杭
工
）

一
部
改
正

2
0
7

共
通
工

基
礎
工

杭
頭
処
理
工

一
部
改
正

2
1
0

共
通
工

基
礎
工

全
回
転
式
オ
ー
ル
ケ
ー
シ
ン
グ
工

一
部
改
正

2
1
1

共
通
工

基
礎
工

リ
バ
ー
ス
サ
ー
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
工

一
部
改
正

2
1
3

共
通
工

基
礎
工

場
所
打
杭
工
（
大
口
径
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
工
）

一
部
改
正

2
1
5

共
通
工

基
礎
工

場
所
打
杭
工
（
ダ
ウ
ン
ザ
ホ
ー
ル
ハ
ン
マ
工
）

一
部
改
正

2
1
8

共
通
工

基
礎
工

深
礎
工

一
部
改
正

2
1
9

共
通
工

基
礎
工

ニ
ュ
ー
マ
チ
ッ
ク
ケ
ー
ソ
ン
工

一
部
改
正

2
2
0

共
通
工

基
礎
工

基
礎
工
（
鋼
管
矢
板
基
礎
工
）

一
部
改
正

2
3
0

共
通
工

仮
設
工

仮
設
工

一
部
改
正

2
3
3

共
通
工

仮
設
工

バ
イ
ブ
ロ
ハ
ン
マ
工

一
部
改
正

2
3
9

共
通
工

仮
設
工

油
圧
圧
入
引
抜
工

一
部
改
正

2
4
3

共
通
工

仮
設
工

デ
ィ
ー
ゼ
ル
ハ
ン
マ
・
プ
レ
ボ
ー
リ
ン
グ

一
部
改
正

2
4
4

共
通
工

仮
設
工

鋼
矢
板
（
Ｈ
形
鋼
）
工
（
ク
レ
ー
ン
引
抜
工
）

一
部
改
正

2
4
9

止
水
壁
ケ
ー
ソ
ン
が
追
加

修
理
費
及
び
損
耗
費
算
定
方
法
が
変
更

整
備
費
、
補
助
工
法
が
追
加

整
備
費
が
追
加
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令
和
２
年
度
　
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書
　
改
正
資
料

　
目
　
　
　
　
　
　
次

編
章

工
　

　
種

改
 
　
定
 
 
概
　
 
要

ペ
ー
ジ

共
通
工

仮
設
工

鋼
矢
板
打
込
施
工
法
選
定
表
（
参
考
）

一
部
改
正

2
5
0

共
通
工

仮
設
工

仮
設
材
設
置
撤
去
工

一
部
改
正

2
5
1

共
通
工

仮
設
工

締
切
排
水
工

一
部
改
正

2
5
9

共
通
工

仮
設
工

ウ
エ
ル
ポ
イ
ン
ト
工

一
部
改
正

2
6
0

共
通
工

仮
設
工

仮
橋
・
仮
桟
橋
工

一
部
改
正

2
6
5

共
通
工

仮
設
工

仮
設
電
力
設
備
工

一
部
改
正

2
8
0

共
通
工

仮
設
工

グ
ラ
フ
に
よ
る
標
準
的
な
仮
設
電
力
設
備
の
積
算

一
部
改
正

2
8
4

共
通
工

仮
設
工

法
面
工
（
仮
設
用
モ
ル
タ
ル
吹
付
工
）

一
部
改
正

2
8
6

河
川

河
川
海
岸

消
波
根
固
め
ブ
ロ
ッ
ク
工

一
部
改
正

2
8
8

河
川

河
川
海
岸

消
波
工

一
部
改
正

3
0
2

河
川

河
川
海
岸

浚
渫
工
（
バ
ッ
ク
ホ
ウ
浚
渫
船
）

一
部
改
正

3
0
5

河
川

河
川
維
持
工

堤
防
除
草
工

一
部
改
正

3
0
6

河
川

河
川
維
持
工

伐
木
除
根
工

一
部
改
正

3
0
8

河
川

河
川
維
持
工

塵
芥
処
理
工

一
部
改
正

3
1
3

河
川

河
川
維
持
工

粗
朶
沈
床
工

一
部
改
正

3
2
4

河
川

河
川
維
持
工

機
械
土
工
（
河
床
等
掘
削
）

一
部
改
正

3
2
7

河
川

河
川
維
持
工

巨
石
積
（
張
）
工

一
部
改
正

3
3
0

河
川

河
川
維
持
工

護
岸
基
礎
ブ
ロ
ッ
ク
工

一
部
改
正

3
3
1

河
川

河
川
維
持
工

か
ご
マ
ッ
ト
工
（
多
段
積
型
）

一
部
改
正

3
3
8

河
川

河
川
維
持
工

ブ
ロ
ッ
ク
マ
ッ
ト
工

一
部
改
正

3
4
2

河
川

河
川
維
持
工

光
ケ
ー
ブ
ル
配
管
工

一
部
改
正

3
4
5

修
理
費
及
び
損
耗
費
が
追
加

鋼
製
型
枠
の
種
類
が
追
加

異
形
ブ
ロ
ッ
ク
の
細
分
化

積
込
が
追
加
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令
和
２
年
度
　
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書
　
改
正
資
料

　
目
　
　
　
　
　
　
次

編
章

工
　

　
種

改
 
　
定
 
 
概
　
 
要

ペ
ー
ジ

河
川

砂
防
工

土
工
（
砂
防
）

一
部
改
正

3
4
6

土
工
（
バ
ッ
ク
ホ
ウ
床
掘
山
積
0
.4
5
ｍ
3
（
平
積
0
.3
5
ｍ
3
）
）

廃
止

3
5
4

河
川

砂
防
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工

一
部
改
正

3
5
8

河
川

砂
防
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
（
ケ
ー
ブ
ル
ク
レ
ー
ン
打
設
）

一
部
改
正

3
6
8

河
川

砂
防
工

残
存
型
枠
工

一
部
改
正

3
7
6

砂
防
コ
ン
ク
リ
ー
ト
生
産
（
ミ
キ
サ
に
よ
る
混
合
）
工

廃
止

3
8
0

河
川

砂
防
工

仮
設
備
工

一
部
改
正

3
8
3

河
川

砂
防
工

石
材
等
採
取
工
（
割
石
、
雑
割
石
、
野
面
採
取
）

一
部
改
正

3
9
0

河
川

砂
防
工

砂
防
土
砂
仮
締
切
・
砂
防
土
砂
土
の
う
仮
締
切

一
部
改
正

3
9
1

河
川

砂
防
工

砂
防
コ
ン
ク
リ
ー
ト
締
切

一
部
改
正

4
0
0

河
川

砂
防
工

鋼
製
砂
防
工

一
部
改
正

4
0
7

河
川

地
す
べ
り
防
止
工

集
水
井
工
（
ラ
イ
ナ
ー
プ
レ
ー
ト
土
留
工
法
）

一
部
改
正

4
1
5

河
川

地
す
べ
り
防
止
工

集
水
井
工
（
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
土
留
工
法
）

一
部
改
正

4
2
3

河
川

地
す
べ
り
防
止
工

地
す
べ
り
防
止
工
（
山
腹
水
路
工
）

一
部
改
正

4
2
8

河
川

地
す
べ
り
防
止
工

地
す
べ
り
防
止
工
（
ふ
と
ん
か
ご
）

一
部
改
正

4
4
3

河
川

地
す
べ
り
防
止
工

地
す
べ
り
防
止
工
（
じ
ゃ
か
ご
）

一
部
改
正

4
4
5

河
川

地
す
べ
り
防
止
工

集
排
水
ボ
ー
リ
ン
グ
孔
洗
浄
工

一
部
改
正

4
4
8

道
路

舗
装
工

路
盤
工
（
IC
T
）

一
部
改
正

4
4
9

道
路

舗
装
工

透
水
性
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
工

一
部
改
正

4
5
3

道
路

舗
装
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
工
（
連
続
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
工
）

一
部
改
正

4
5
7

道
路

付
属
施
設
工

ボ
ッ
ク
ス
ビ
ー
ム
設
置
工

一
部
改
正

4
6
2

小
規

模
土

工
が

追
加

砂
防

（
土

工
）

に
統

合

チ
ッ

ピ
ン

グ
に

人
力

施
工

が
追

加

堰
堤
の
種
類
が
変
更

目
地
切
り
・
清
掃
が
追
加

26

012905
ハイライト表示


012905
ハイライト表示


012905
ハイライト表示


012905
ハイライト表示


012905
ハイライト表示


012905
ハイライト表示




令
和
２
年
度
　
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書
　
改
正
資
料

　
目
　
　
　
　
　
　
次

編
章

工
　

　
種

改
 
　
定
 
 
概
　
 
要

ペ
ー
ジ

基
礎
杭
打
工
（
し
ゃ
音
壁
）

廃
止

4
6
5

道
路

付
属
施
設
工

路
側
工
（
据
付
け
）

一
部
改
正

4
6
9

道
路

付
属
施
設
工

路
側
工
（
取
外
し
）

一
部
改
正

4
7
5

道
路

付
属
施
設
工

特
殊
ブ
ロ
ッ
ク
設
置
工

一
部
改
正

4
7
6

道
路

付
属
施
設
工

橋
梁
付
属
施
設
設
置
工

一
部
改
正

4
7
8

道
路

付
属
施
設
工

ス
ノ
ー
ポ
ー
ル
設
置
・
撤
去
工

一
部
改
正

4
8
4

道
路

道
路
維
持
修
繕
工

路
面
切
削
工

一
部
改
正

4
8
7

道
路

道
路
維
持
修
繕
工

切
削
オ
ー
バ
ー
レ
イ
工

一
部
改
正

4
8
9

道
路

道
路
維
持
修
繕
工

舗
装
版
破
砕
工

一
部
改
正

4
9
0

道
路

道
路
維
持
修
繕
工

道
路
打
換
え
工

一
部
改
正

4
9
1

道
路

道
路
維
持
修
繕
工

橋
梁
補
修
工
（
支
承
取
替
工
）

一
部
改
正

4
9
8

道
路

道
路
維
持
修
繕
工

落
橋
防
止
装
置
工

一
部
改
正

5
0
6

道
路

道
路
維
持
修
繕
工

ト
ン
ネ
ル
清
掃
工

一
部
改
正

5
1
5

道
路

道
路
維
持
修
繕
工

ト
ン
ネ
ル
補
修
工
（
ひ
び
割
れ
補
修
工
）

新
規
改
定
に
よ
る
追
加
工
種
の
た
め

5
2
0

道
路

道
路
維
持
修
繕
工

桁
連
結
工

廃
止

5
2
3

道
路

道
路
維
持
修
繕
工

横
断
歩
道
橋
補
修
工

一
部
改
正

5
2
9

道
路

共
同
溝
工

共
同
溝
工
（
１
）
（
構
造
物
単
位
）
共
同
溝
（
２
）

一
部
改
正

5
3
0

道
路

共
同
溝
工

電
線
共
同
溝
工
（
Ｃ
・
Ｃ
・
Ｂ
Ｏ
Ｘ
）

一
部
改
正

5
3
5

道
路

ト
ン
ネ
ル
工

ト
ン
ネ
ル
工
（
N
A
T
M
）
［
発
破
工
法
］

一
部
改
正

5
4
0

道
路

ト
ン
ネ
ル
工

ト
ン
ネ
ル
工
（
N
A
T
M
）
［
機
械
掘
削
工
法
］

一
部
改
正

6
1
5

道
路

ト
ン
ネ
ル
工

ト
ン
ネ
ル
工
（
N
A
T
M
）
坑
口
工
（
D
Ⅲ
パ
タ
ー
ン
）

廃
止
（
発
破
工
法
、
機
械
掘
削
工
法
へ
移
行
）

6
8
3

適
用
条
件
が
変
更

平
均
切
削
深
さ
1
2
cm

以
上
、

橋
面
舗
装
が
追
加

現
場
孔
明
が
追
加

岩
区
分
D
Ⅲ
・
先
受
け
ボ
ル
ト
が
追
加

通
常
断
面
・
大
断
面
、
岩
区
分
D
Ⅲ
が

追
加

27

012905
ハイライト表示


012905
ハイライト表示


012905
ハイライト表示


012905
ハイライト表示


012905
ハイライト表示


012905
ハイライト表示


012905
ハイライト表示


012905
ハイライト表示


012905
ハイライト表示




令
和
２
年
度
　
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書
　
改
正
資
料

　
目
　
　
　
　
　
　
次

編
章

工
　

　
種

改
 
　
定
 
 
概
　
 
要

ペ
ー
ジ

道
路

ト
ン
ネ
ル
工

ト
ン
ネ
ル
工
（
N
A
T
M
）
非
常
駐
車
帯
工

廃
止
（
発
破
工
法
、
機
械
掘
削
工
法
へ
移
行
）

7
3
0

道
路

ト
ン
ネ
ル
工

ト
ン
ネ
ル
工
（
N
A
T
M
）
仮
設
備
工
（
防
音
扉
工
）

一
部
改
正

7
9
2

道
路

ト
ン
ネ
ル
工

小
断
面
ト
ン
ネ
ル
工
（
N
A
T
M
）

一
部
改
正

7
9
4

道
路

道
路
除
雪
工

道
路
除
雪
工

一
部
改
正

8
4
8

道
路

橋
梁
工

鋼
橋
製
作
工

一
部
改
正

8
5
5

道
路

橋
梁
工

橋
梁
塗
装
工
（
工
場
塗
装
及
び
塗
装
前
処
理
）

一
部
改
正

8
5
7

道
路

橋
梁
工

鋼
橋
架
設
工

一
部
改
正

8
5
9

道
路

橋
梁
工

プ
レ
ビ
ー
ム
桁
製
作
工
（
現
場
）

一
部
改
正

8
6
4

道
路

橋
梁
工

鋼
橋
床
版
工

一
部
改
正

8
6
8

道
路

橋
梁
工

グ
レ
ー
チ
ン
グ
床
版
架
設
工
及
び
足
場
工

一
部
改
正

8
7
1

道
路

橋
梁
工

ポ
ス
ト
テ
ン
シ
ョ
ン
桁
製
作
工

一
部
改
正

8
7
2

道
路

橋
梁
工

P
C
橋
架
設
工

一
部
改
正

8
7
5

道
路

橋
梁
工

P
C
橋
片
持
架
設
工

一
部
改
正

8
7
7

道
路

橋
梁
工

架
設
支
保
工

一
部
改
正

8
8
9

道
路

橋
梁
工

橋
台
・
橋
脚
工
（
２
）

一
部
改
正

9
0
1

公
園

公
園
植
栽
工

公
園
植
栽
工

一
部
改
正

9
0
2

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
土
木
工
事
標
準
単
価

区
画
線
工

一
部
改
正

9
0
3

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
土
木
工
事
標
準
単
価

高
視
認
性
区
画
線
工

一
部
改
正

9
0
5

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
土
木
工
事
標
準
単
価

橋
梁
塗
装
工

一
部
改
正

9
0
8

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
土
木
工
事
標
準
単
価

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
積
工

一
部
改
正

9
1
0

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
土
木
工
事
標
準
単
価

排
水
構
造
物
工

一
部
改
正

9
1
5

設
計

掘
削

断
面

3
5
m

2
以

上
が

追
加

レ
ー

ル
方

式
が

廃
止
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令
和
２
年
度
　
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書
　
改
正
資
料

　
目
　
　
　
　
　
　
次

編
章

工
　

　
種

改
 
　
定
 
 
概
　
 
要

ペ
ー
ジ

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
市
場
単
価

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
キ
ン
グ
ブ
ロ
ッ
ク
工

一
部
改
正

9
1
7

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
市
場
単
価

防
護
柵
工
（
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
）

一
部
改
正

9
1
8

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
市
場
単
価

法
面
工

一
部
改
正

9
2
4

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
市
場
単
価

吹
付
枠
工

一
部
改
正

9
3
3

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
市
場
単
価

橋
梁
付
属
物
工
（
橋
梁
用
伸
縮
継
手
装
置
設
置
工
、
橋
梁
用
埋
設
型
伸
縮
継

手
装
置
設
置
工
）

一
部
改
正

9
3
8

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
市
場
単
価

薄
層
カ
ラ
ー
舗
装
工

一
部
改
正

9
4
7

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
市
場
単
価

道
路
標
識
設
置
工

一
部
改
正

9
4
8

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
市
場
単
価

道
路
付
属
物
設
置
工

一
部
改
正

9
5
0

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
市
場
単
価

公
園
植
栽
工

一
部
改
正

9
5
4

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
市
場
単
価

グ
ル
ー
ビ
ン
グ
工

一
部
改
正

9
5
5

土
木
工
事
標
準
単

価
及
び
市
場
単
価
市
場
単
価

鉄
筋
挿
入
工
（
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
工
）

一
部
改
正

9
5
7

間
詰
モ
ル
タ
ル
が
追
加
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②その他の改定 

  

31



32



○共通編 
１）共通仮設費の地域補正の細分化 Ⅰ-2-②-7 
２）現場管理費の地域補正の細分化 Ⅰ-2-②-44 
 
○参考編（県独自） 
記載内容について、現行の運用と合わないものを見直し 
１） 資材価格の決定の更新 i-2-②-1 

古い通知文から H31 年度の通知文に更新した。 
   
２）見積歩掛の積算の更新 i-2-②-20 

古い通知文から H31 年度の通知文に更新した。 
 

３）建設コンサルタント業務等の手続きの追加 ⅰ-2-②-24 
プロポーザル方式の見積方法を併せて追加した。 

 
４）工事の一時中止に伴う増加費用等の積算の削除 ⅰ-10-①-1 

    工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算に変更された
ため参考資料編から削除した。 

 
５）河川工事等における鋼矢板選定の追加  ⅱ-5-②-1 

平成３０年度の会計検査において指摘を受け、仮設構造物の仮

設材選定に鋼矢板のハット型を入れ比較する通知文を追加した。 
 

６）鋼橋積算基準書の削除 ⅳ-7-鋼-1 
積算基準書の記載内容と変わらないため、削除した。 
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土
木

工
事

標
準

積
算

基
準

書
　

新
旧

対
照

表
（

R
0
2
.
1
0
.
0
1
）

Ⅰ
-
2
-
②

-
7

共
通

仮
設

費
　

地
域

補
正

摘
要

頁
改

訂
前

改
訂

後

現
行

ど
お
り

現
行

ど
お
り

2
/
6
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土
木

工
事

標
準

積
算

基
準

書
　

新
旧

対
照

表
（

R
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1-2 港湾・漁港請負工事積算基準書の改定
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港湾・漁港請負工事積算基準（令和２年 10 月）主な変更点 

第１部 

 第２章 工事費の積算 ２節 間接工事費 

   ２．共通仮設費 ２－８ 技術管理費 

 共通仮設費率に含まれる項目の追記（一般土木との整合を図るため） 

 

 第３章 直接工事費の施工歩掛 １節 浚渫・土捨工 

３．グラブ浚渫工 及び ４．硬土盤浚渫工 、５．岩盤浚渫工 

 グラブ浚渫船の規格によってはアンカー式・スパッド式どちらも適用

可能なため型式（アンカー・スパッド）を削除 

 

 第３章 直接工事費の施工歩掛 ４節 本体工 ４．１ケーソン式 

３．ケーソン進水据付工 ３－５ 上蓋 

 市場単価からの削除に伴いケーソン据付用上蓋の使用料は見積により

対応 

 

 第５章 間接工事費の施工歩掛 ４節 事業損失防止施設費 

２．水質汚濁防止膜 ２－５汚濁防止膜保守管理 

 市場単価化による歩掛の削除 

 

※その他軽微な変更については省略 
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1-3 電気通信設備積算基準書の改定
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１－３   電気設備積算基準書の内容の改定 

 

● 電気通信施設設計業務積算基準 

新設・改定 
第Ⅶ編 積 算 

 第２章 工事費の積算 

  ① 機器・材料等の区分 

    ⇒同軸避雷器（機器費対象品目）の追加 

 

  ⑤ 間接工事費 2.機器管理費 (3)積算方法 

    ⇒・機器移設作業に関する機器管理費率の補正係数の追加 

     ・上記に伴う補正係数算定式の一部改定 

 

 

第Ⅷ編 歩 掛 

第１章 一般事項 

第１節 一般事項 
① 一般事項 2 適用 (3) 

⇒撤去作業等における補正係数の変更 ※個別歩掛に明示のある場合を除く 

 「機器、材料等を再使用する場合」：据付歩掛の1.0倍 

 「再使用しない場合」：据付歩掛の0.5倍 

 

 第２章 共通設備 

  第１節 共通設備工 

① 配管・配線工 3 標準歩掛 

3-1 配管 (8)金属製可とう電線管敷設 

⇒JIS規格との整合をとった細別規格へ変更 

 

 第３章 電気設備 

  第６節 道路照明設備工 

⑤ 照明灯プレキャスト基礎設置工 

⇒歩掛の新設 

  

 第４章 通信設備 

  第４節 移動体通信設備工 

② デジタル陸上移動通信装置設置工 

  ⇒歩掛の新設 

 

● 電気通信設備工事積算基準書（参考資料） 

新設・改定 
「光ケーブル仕上がり外径表」、「道路照明維持修繕工事積算資料」、 

「道路照明維持修繕工事積算資料の運用」の削除 

※積算基準書最後の方の「電気通信設備積算基準等の運用」に含まれるため 
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● 電気通信設備積算基準等の運用 

新設・改定 
第１編 積算基準 

９．電気通信設備工事における日施工量を考慮した工期算定手法について 

  ⇒「日施工量」及び「機器の標準製作期間」の追加 

 

 

※その他軽微な変更については省略 
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1-4 機械設備積算基準書の改定
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１－４ 機械設備積算基準書の改定 

 

● 機械設備積算基準 

変更 
第Ⅸ編 機械設備 

第１章 一般共通 

⑤ 請負工事費の積算 ２ 据付工事原価 

２－１ 直接工事費 （１）輸送費 

 

⇒輸送費算出式の一部改定 

 

⑤ 請負工事費の積算 ４ 一般管理費等 

（２）一般管理費等率 

 

⇒一般管理費等率の改定 

 

  [基準の解説] ２ 据付工事原価 

    ２－１ 直接工事費 （３）直接労務費 

      

     ⇒機械設備据付工の定義を追記 

 

変更 
第２０章 機械設備点検・整備業務 

① 一般共通 ４ 点検・整備費の積算 

    ４－２ 一般管理費等 

 

⇒一般管理費等率の改定 
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1-5 設計業務等標準積算基準書の改定
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

１．設計業務等標準積算基準書の改定 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

２．設計業務等標準積算基準書 
（参考資料）の改定

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

３．設計・調査及び測量業務 
積算運用の手引きの改定
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  ３１建企第 432 号 

令和元年９月 19 日 

関 係 各 課 長

関 係 地 方 機 関 長 

（検査指導幹、石木ダム建設課長経由） 様  

建 設 企 画 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

建設コンサルタント業務等の手続きについて 

標記について、下記のとおり定めましたので通知します。 

担当職員への周知をお願いします。 

記 

１．プロポーザル方式の取扱い 

公共工事の品質確保・向上、コスト縮減を図る観点から、コンサルタント業務

における質の確保が重要であり、コンサルタント業務の質は、担当する技術者の

資質に負うところが極めて大きい。 

このため、技術提案の内容と担当する技術者の能力や実績を審査して建設コン

サルタントを選定する方式が質の良い成果を得るために最も望ましいため、下記

業務等についてはプロポーザル方式の活用の促進を図るものとする。

１）対象業務

①技術的に高度で非定型的な業務（技術提案を求めるべきもの）

②技術的に単純で定型的な業務のうち歩掛等がない業務

２）積算に使用する参考見積もりの取扱い

・予定価格の算定に使用する積算参考見積もりの内容については、提案内容を

適切に反映し、実際の業務を履行するにあたって妥当なものとなっている

か、特記仕様書の記載内容とあわせて意見交換により確認を行うこと。 

・発注者側の情報不足により業者特定後に見積もり額の大幅な変更が生じな

いよう業務量の目安を判断できる情報を具体的に明示するようつとめるこ

と。万一、発注者の責により変更が生じる場合は、適切に対応すること。

３）その他

詳細については、「プロポーザル方式実施要領の改定について（平成２３年３

月）」による。 

手引き　第１章共通編
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２．プロポーザル方式以外の入札における歩掛の参考見積もりの取扱い 

 １）見積もり徴収の基本的な考え方 

① 見積もり依頼業者の数は、見積もりの妥当性を判断するために、原則入札

参加予定者数の半数以上から見積もり依頼を行うものとする。 

ただし、半数が３者以下の場合は「３者」以上とし、半数が５者以上の場合

は、「５者」以上とする。 

また、随意契約の場合は、長崎県財務規則第１０６条第１項において「（１）

１件の予定価格が３０万円を超えないもの（物件の売払いの場合を除く。）」

「（２）１件の予定価格が３万円を超えない物件の売払い。」「（３）前２号

に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により相

手方が特定される場合」は、１人の者の見積書をもって代えることができる

こととされているので、随意契約の１者でよい。 

② 見積もり提出依頼は、見積もり条件の明確化のため、「書面」により行う

ものとする。 

③ 見積もり依頼書は、局長名及び所長名（本庁においては担当課長名）によ

るものとし、依頼にあたっては業務内容・見積もり条件を明確にするものと

する。 

④ 見積書の提出期限は、依頼日の翌日から休日を除く１０日間を原則とする

が、緊急の場合は５日間まで短縮することができるものとする。 

なお、見積書の提出の義務はないものとし、提出しない者に対して、これを

理由に以後の選定等について不利益な取扱いを行わないものとする。 

また、入札における指名等とは要件を異にしていること、および公共工事

積算の透明性の観点から公表をおこなうことを前提とした見積依頼であるこ

とを申し添えるものとする。 

⑤ 見積もりの提出依頼及び見積書の提出にあたっては、電子メールやＦＡＸ

を利用してもよいが、押印した文書を使用し、後日正式文書を渡すものとす

る。 

⑥ 特別の理由なく見積書の提出が期限を越えた場合には、歩掛の決定に際し

て除外してもよいものとする。 

⑦ 設計変更の場合は、受注している業者と十分な協議を行い、受注者から見

積もりを徴収するものとする。また、この場合の依頼は「契約担任者名」で

行うものとする。 

 ２）見積もりによる歩掛の決定手法 

① 歩掛見積もり依頼は、歩掛(員数)を求めること。 

② 総価(労務単価、資材単価、機械損料及び賃料は県単価を使用)で比較し、平

均直下の者の歩掛採用を基本とする。 

③ １依頼で複数の歩掛を徴収する場合は、複数の見積もりの合計値で判断す

る。 

④ 県単価が無いものについては、見積もり単価(材料単価は別途資材単価の決

定方法による)を採用する。 

⑤ 歩掛見積もり内容をヒヤリング等において確認した結果、求める仕様を満

たさない場合は排除してよい。 

３）歩掛がある工種や旅費交通費等については、本県の積算の考え方に基づくも
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のとして、見積もりによる歩掛の算定から除外するものとする。 

 

３．適用日 

   本通知は、令和元年１０月１日以降に起工するものより適用するものとする。

なお、平成１７年８月２２日付け１７技第１４９号の「建設コンサルタント業務

等の手続きについて」は、本通知の適用日より廃止するものとする。 

 

４．問い合わせ等 

   長崎県 土木部 建設企画課 技術基準班 

 

 

 参考 関連文書 

  ・工事における見積もり歩掛の積算について 

   令和元年９月１９日付け３１建企第４３１号 

  ・資材価格の決定方法について 

   令和元年９月１９日付け３１建企第４３３号 
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（例） 
 

 第   号 

令和  年  月  日 

 

○○コンサルタン卜株式会社 

代表取締役  様 

 

長崎県○○振興局 

局長        印 

 

 

見積もり依頼書 
 

下記業務について、見積もりを依頼します。 

 

記 

 

 

１．業 務 名  ○○○○業務 

２．業 務 期 間  ○○ヶ月 

３．業務内容・見積条件  別紙のとおり 

               ※具体的に記載する。 

４．見 積 提 出 期 間  令和  年  月  日 

               ※依頼の翌日から休日を除く１０日間を原則とす

るが、緊急の場合は、５日間まで短縮可能。 

５．提 出 方 法  来所または郵送による 

※来所、郵送等の別を記入する。 

※緊急の場合は、電子メール・FAXでも対応可能

とする。 

６．そ の 他  提出をしない者は、これを理由として以後の選定等

について不利益な取扱いを受けるものではありませ

ん。 

見積については、あくまでも積算の参考とさせてい

ただくもので、今後の発注においては内容の変更等

も考えられます。 

また、入札における指名等とは要件を異にしている

こと、および公共工事積算の透明性の観点から公表

を行うことを前提とした見積もり依頼であることを

申し添えます。 

７．問 い 合 わ せ 先  ○○部 ○○課 ○○班 担当者名  

ＴＥＬ：○○○－○○○－○○○○ 

ＦＡＸ：○○○－○○○－○○○○ 

               e-mail：○○○＠○○○○ 
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別紙 

業務内容・見積条件 

１．業務名 ○○○○○○○業務 

２．業務内容 
１）概 要 
 
 
 
 
 

２）見積もり条件（調査検討項目及び内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）調査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）調査フローについては、必要に応じて記述する。 

４）その他 
・見積書作成に要する費用は、自社負担とする。 

※必要により、 
◇各項目の動員計画を提出させること 
◇代替案があったときの提出を依頼すること 
◇見積もり条件に、さらに追加検討項目があったときの金額または動

員計画を提出させること。  等 

（１）調査対象範囲 
・・・・・・・・・・・・・・ 

（２）○○調査 
・・・・・・・・・・・・・・ 

（３）○○解析 
・・・・・・・・・・・・・・ 
（各調査項目、検討項目毎に業務内容を具体的に記述する。） 

（４）評価とりまとめ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

（５）その他 

 

本業務は、・・・・・・・ 
（業務概要を記述する。） 

・・・・・・・・・を行うものである。 

○ ○ 調 査 

○ ○ 解 析 

評価とりまとめ 

設    計 
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【注意事項】 

１．見積もりに必要となる図面、説明資料は適宜添付する。 

 

２．見積もり条件の中には、検討ケース、サンプリング数等を具体的に明示する。 

 

３．見積もりは、業務１式でなく、各調査検討項目毎に内訳書を徴収すること。 

 

４．見積もり条件として明示すべき事項（例） 

 

① 計 画 ・ 準 備  計画範囲 

計画を進める上での準備事項 

 

② 現 地 調 査  現地調査の範囲 

調査項目 

写真整理 

 

③ 資 料 収 集 整 理  資料収集項目（誰が資料収集するのか。発注者・受 

注者の別）整理項目とその範囲（資料整理項目につい

て数値化できれば、具体的に数値化する。 

 

④解析（現況・将来） 解析項目 

解析手法 

解析検討ケース 

 

⑤問 題 点 の 抽 出 問題点の整理項目とその範囲（資料整理項目について 

数値化できれば具体的に数値化する。） 

 

⑥将 来 予 測 予測項目とその範囲 

予測（検討）

ケース数予測

手法 

 

⑦評 価  評価項目 

評価手法 

 

⑧計 画 立 案 計画立案項目 

 

⑨そ の 他 イメージパース、大きさ、枚数 

委員会、検討会の必要性があれば規模、回数 
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R1.9.19

（参考）今回の主な変更箇所（令和元年１０月１日起工分より適用）

項目 旧 新

資材価格 採用方法 最低値 平均値

異常値の棄却
有

（平均±３０％）
無

端数処理の規定 （記載なし） 有

歩掛
　　工事
　　業務

依頼数 ３者
入札参加予定者数の半数以上

（５者以上が基本、最低３者）

採用方法 最低値 平均直下

異常値の棄却
有

（平均±３０％）
無

その他 （記載なし）
協会・特定の団体の作成した

見積もりは使用しない

※平均直下の考え方（５者見積もりの場合の参考例）

名称 単位 A社 B社 C社 D社 E社

土木一般世話役 人 1.3 1.7 1.5 1.2 1.4

普通作業員 人 1.3 1.7 1.5 1.2 1.4

バックホー運転(クローラ型平積0.2m3) 日 1.3 1.7 1.5 1.2 1.4

諸雑費 % 28 20 28 28 30

名称 単価 A社 B社 C社 D社 E社 平均値

土木一般世話役 21,200 27,560 36,040 31,800 25,440 29,680

普通作業員 17,300 22,490 29,410 25,950 20,760 24,220

バックホー運転(クローラ型平積0.2m3) 28,859 37,517 49,060 43,289 34,631 40,403

諸雑費（労務費×諸雑費率） 14,014 13,090 16,170 12,936 16,170

合計 101,581 127,600 117,209 93,767 110,473 110,126

平均との差 -8,545 17,475 7,083 -16,359 347

平均直下 平均超過 平均超過 最低値 平均超過

採用

平均直下となるA社の歩掛を採⽤

Ｅ社が平均に⼀番近いが、
平均を超過しているので採
⽤にはならない

Ａ社が平均直下
（平均以下で平均に⼀番近い）

総価で⽐較

総価で⽐較

⾒積もり結果
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「３１建企第４３１号、４３２号、４３３号」に関する補足事項 

 

 

 

「31 建企第 431 号工事における見積もり歩掛の積算について」、「31 建企第 432 号

建設コンサルタント業務等の手続きについて」及び「31 建企第 433 号資材価格の決

定方法について」について通知したところですが、見積もりの排除方法について下記

の通り補足致しますので、取扱いのほどよろしくお願い致します。 

 

 

記 

 

 

各通知文における見積もりの排除方法の記載内容 

・31 建企第 431 号 

：「歩掛見積もり内容をヒヤリング等において確認した結果、求める仕様、品質、 

規格等を満たさない場合は排除してよい。」 

・31 建企第 432 号 

：「歩掛見積もり内容をヒヤリング等において確認した結果、求める仕様を満たさ 

ない場合は排除してよい。」 

・31 建企第 433 号 

：「材料単価見積り内容をヒヤリング等において確認した結果、求める仕様、品 

質、規格等を満たさない場合は排除してよい。」 

 

上記の「満たさない場合」については、求める仕様等を「著しく上回る場合」も同様の

取扱いを行うこととする。 

土木部 建設企画課 技術基準班 

TEL：０９５－８９４－３０２５ 

E-Mail：kijyun@pref.nagasaki.lg.jp 
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印刷製本費 別紙

適用範囲

・長崎県で発注する測量業務の印刷製本費用に適用する。

注意事項

・紙代（プリンタのリース料など）、金文字黒表紙、ドッチファイル、図面袋等の資材代及び印刷

に要する一切の費用を含む。

・電子成果品作成費は別途計上することから、電子データで完成している報告書を印刷し、

製本（穴あけ・綴じ込み・図面折り込み）作業に要する費用を含む。

・大図面（A0,A1サイズ等）については、発注者から要求される標準的な枚数を含む。

・設計変更により直接人件費が増減する場合は、印刷製本費についても適切に変更すること。

・直接人件費が２０百万円を超える場合は、起工前に参考見積りを徴すること。

・測量と設計など抱き合わせて発注する場合、業務ごとに印刷製本費を計上すること。

・測量と設計など抱き合わせて発注する場合、納品形態は合冊、分冊どちらの場合も適用可とする。

1部あたり

表紙（外枠） 直接人件費 直接経費 備考

～１百万円 28 千円
～２百万円 40 千円
～３百万円 59 千円
～４百万円 72 千円
～５百万円 83 千円
～６百万円 88 千円
～７百万円 100 千円
～８百万円 105 千円
～９百万円 117 千円

～１０百万円 124 千円
～１１百万円 133 千円
～１２百万円 140 千円
～１３百万円 149 千円
～１４百万円 158 千円
～１５百万円 167 千円
～１６百万円 175 千円
～１７百万円 183 千円
～１８百万円 193 千円
～１９百万円 201 千円
～２０百万円 210 千円
～１百万円 22 千円
～２百万円 34 千円
～３百万円 52 千円
～４百万円 63 千円
～５百万円 70 千円
～６百万円 76 千円
～７百万円 87 千円
～８百万円 91 千円
～９百万円 107 千円

～１０百万円 110 千円
～１１百万円 118 千円
～１２百万円 123 千円
～１３百万円 130 千円
～１４百万円 137 千円
～１５百万円 145 千円
～１６百万円 152 千円
～１７百万円 159 千円
～１８百万円 166 千円
～１９百万円 173 千円
～２０百万円 180 千円

金文字黒表紙

ドッチファイル

·Ë�1

手引き　第３章土木設計編
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印刷製本費 別紙

適用範囲

・長崎県で発注する設計業務の印刷製本費用に適用する。

注意事項

・紙代（プリンタのリース料など）、金文字黒表紙、ドッチファイル、図面袋等の資材代及び印刷

に要する一切の費用を含む。

・電子成果品作成費は別途計上することから、電子データで完成している報告書を印刷し、

製本（穴あけ・綴じ込み・図面折り込み）作業に要する費用を含む。

・大図面（A0,A1サイズ等）については、発注者から要求される標準的な枚数を含む。

・設計変更により直接人件費が増減する場合は、印刷製本費についても適切に変更すること。

・直接人件費が２０百万円を超える場合は、起工前に参考見積りを徴すること。

・測量と設計など抱き合わせて発注する場合、業務ごとに印刷製本費を計上すること。

・測量と設計など抱き合わせて発注する場合、納品形態は合冊、分冊どちらの場合も適用可とする。

1部あたり

表紙（外枠） 直接人件費 直接経費 備考

～１百万円 28 千円
～２百万円 41 千円
～３百万円 58 千円
～４百万円 72 千円
～５百万円 82 千円
～６百万円 86 千円
～７百万円 99 千円
～８百万円 103 千円
～９百万円 117 千円

～１０百万円 123 千円
～１１百万円 131 千円
～１２百万円 139 千円
～１３百万円 147 千円
～１４百万円 156 千円
～１５百万円 163 千円
～１６百万円 175 千円
～１７百万円 183 千円
～１８百万円 193 千円
～１９百万円 201 千円
～２０百万円 210 千円
～１百万円 22 千円
～２百万円 34 千円
～３百万円 50 千円
～４百万円 62 千円
～５百万円 69 千円
～６百万円 74 千円
～７百万円 87 千円
～８百万円 91 千円
～９百万円 105 千円

～１０百万円 109 千円
～１１百万円 115 千円
～１２百万円 122 千円
～１３百万円 128 千円
～１４百万円 137 千円
～１５百万円 145 千円
～１６百万円 152 千円
～１７百万円 159 千円
～１８百万円 166 千円
～１９百万円 173 千円
～２０百万円 180 千円

金文字黒表紙

ドッチファイル

·Ë�2
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印刷製本費 別紙

適用範囲

・長崎県で発注する地質調査業務、地質調査業務の解析等調査業務の印刷製本費用に適用する。

注意事項

・紙代（プリンタのリース料など）、金文字黒表紙、ドッチファイル、図面袋等の資材代及び印刷

に要する一切の費用を含む。

・電子成果品作成費は別途計上することから、電子データで完成している報告書を印刷し、

製本（穴あけ・綴じ込み・図面折り込み）作業に要する費用を含む。

・大図面（A0,A1サイズ等）については、発注者から要求される標準的な枚数を含む。

・設計変更により直接調査費や直接人件費が増減する場合は、印刷製本費についても適切に変更すること。

・直接調査費や直接人件費が２０百万円を超える場合は、起工前に参考見積りを徴すること。

・地質調査と解析など抱き合わせて発注する場合、業務ごとに印刷製本費を計上すること。

・地質調査と解析など抱き合わせて発注する場合、納品形態は合冊、分冊どちらの場合も適用可とする。

1部あたり

表紙（外枠）
直接調査費（地質調査）

直接人件費（解析）
直接経費

（地質調査）
直接経費
（解析）

備考

～１百万円 28 千円 28 千円
～２百万円 40 千円 40 千円
～３百万円 58 千円 58 千円
～４百万円 72 千円 72 千円
～５百万円 82 千円 82 千円
～６百万円 86 千円 86 千円
～７百万円 99 千円 99 千円
～８百万円 103 千円 103 千円
～９百万円 117 千円 117 千円

～１０百万円 123 千円 123 千円
～１１百万円 129 千円 129 千円
～１２百万円 136 千円 136 千円
～１３百万円 143 千円 143 千円
～１４百万円 150 千円 150 千円
～１５百万円 157 千円 157 千円
～１６百万円 165 千円 165 千円
～１７百万円 173 千円 173 千円
～１８百万円 182 千円 182 千円
～１９百万円 191 千円 191 千円
～２０百万円 201 千円 201 千円
～１百万円 22 千円 22 千円
～２百万円 34 千円 34 千円
～３百万円 50 千円 50 千円
～４百万円 62 千円 62 千円
～５百万円 69 千円 69 千円
～６百万円 74 千円 74 千円
～７百万円 87 千円 87 千円
～８百万円 91 千円 91 千円
～９百万円 105 千円 105 千円

～１０百万円 109 千円 109 千円
～１１百万円 113 千円 113 千円
～１２百万円 119 千円 119 千円
～１３百万円 125 千円 125 千円
～１４百万円 131 千円 131 千円
～１５百万円 138 千円 138 千円
～１６百万円 144 千円 144 千円
～１７百万円 152 千円 152 千円
～１８百万円 159 千円 159 千円
～１９百万円 167 千円 167 千円
～２０百万円 176 千円 176 千円

金文字黒表紙

ドッチファイル

·Ë�3
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発 注 者 支 援 業 務

共 通 仕 様 書

令和2年3月

長崎県土木部

発-3

手引き　第４章　発注者支援業務編
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工事監督支援業務 又は 監督補助業務　特記仕様書（案）

発-23

令和２年３月以降に適用する最新版にした
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監督補助業務　特記仕様書（案）（ＮＥＲＣ発注）

発-31

令和２年３月以降に適用する最新版にした
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積算技術業務　特記仕様書（案）

　　発-39

令和２年３月以降に適用する最新版にした
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発注者支援業務積算基準（ＮＥＲＣ発注）

令和２年　４月
長 崎 県 土 木 部

発－46
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３１建企第７３３号 

令和２年２月２８日 

土 木 部 関 係 各 課 （ 室 ） 長 

関 係 地 方 機 関 長  様 

(検査指導幹、石木ダム建設課長経由)

建設企画課長 

公益財団法人長崎県建設技術研究センターに委託する 

監督補助業務委託について 

標記について、下記のとおり決定しましたので、関係職員へ周知願います。 

記 

１．契 約 方 法：請負型（建設関連業務委託）の随意契約 

 （随意契約理由は別添を基本とする） 

２．積算基準等：発注者支援業務積算基準（令和元年１０月）による 

３．適 用：（公財）長崎県建設技術研究センターと 

委託契約を締結する監督補助業務に適用する。 

４．適用年月日：令和２年３月１日以降に起工する対象業務に適用する。 

５．そ の 他：以下の文書は、本通知の適用に伴い廃止する。 

平成２５年３月１４日付け ２４建企第６０７号 

財団法人長崎県建設技術研究センターに委託する監督補助業務委

託について 

建設企画課 技術基準班 川野 

TEL：095-894-3025（ダイヤルイン）

59

随意契約シートを見直した

142



随 意 契 約 検 討 シ ー ト

契約担当課： 担当者名：

地方自治法施行令

第１６７条の２　第１項　第２号

長崎県財務規則

第１０６条　第２項

随意契約 （  競争入札 、  １者見積 、 見積書省略  ）

一般競争入札  、 指名競争入札

地方自治法施行令

第１６７条の２　第１項　第２号

備考
（１）※欄は限度額を超えて随意契約を行う場合にのみ記入する。
（２）随意契約の限度額は以下のとおりです。

①工事又は製造の請負 ２５０万円
②財産の買入れ １６０万円
③物件の借入れ 　８０万円
④財産の売払い 　５０万円
⑤物件の貸付け 　３０万円
⑥前各号に掲げるものの以外 １００万円

契約名 ○○工事（監督補助業務委託）

予算費目
契約金額

会計 一般会計 款 ○○費 項 ○○費

金額 00,000,000円 目 ○○費 節 委託料

前年度
随意契約
１者見積等
適用条件

※
 過去３ヵ年
 の契約方法
 及び契約の
 実績

会計 契約方法 予定額(円) 落札額(円) 落札率(%) 最終契約金額

今
回
の
契
約
検
討
状
況

　当業務は、工事の施工状況や工事請負者から提出された承諾願い等について、設計図書
と照合を行い、その結果を監督職員に正確に報告するものであり、報告に虚偽や誤脱が
あった場合には、監督職員による判断や工事成績の評定に大きな影響を与える業務である
ため、工事の施工や管理に関する高い技術力が求められる。
　長崎県建設技術研究センターは、良質な社会資本整備に関する発注者支援等を目的に設
立された公益財団法人であり、監督補助業務の経験が豊富で、現場での問題等に対し技術
的考察や提案等を的確に行うためのノウハウを有している。
　また、本工事は、〇〇〇〇〇〇であり（各発注案件ごとに工種、専門性、特殊性等特記
すべき内容を独自入力）、県内の民間コンサルタントにおいては、工事の施工管理等の実
績が極めて少なく、技術力が担保されていない状況である。
　さらには、公益財団法人である長崎県建設技術研究センターの方が、安価で業務を遂行
することが出来る。
　このため、長崎県建設技術研究センターを契約の相手方として特定する。

今年度の
契約方法

随意契約
適用条件

※
 再委託の承
 認状況、認
めている場合
はその理由

　業務の主たる部分（業務遂行管理や技術的判断等）の再委託は認めていない。
また、主たる部分以外の再委託は発注者の承諾を得ることとしている。
　工事の内容によっては専門的な担当技術者の配置も必要であり、管理技術者に
よる業務執行管理を条件に再委託も認める。

※
 他県におけ
 る同様な契
 約事例とそ
の契約方法

　福岡県も、公益法人への１者随意契約としている。

※
 次年度以降
 に競争性を
 有する契約
 へ移行でき
 る余地及び
 目標年度の
 設定

有

競争性を有する契約への移行の可否について、現在検討中（県内の一部
の機関で競争入札を試行中）

無

※ 下線を引いた独⾃項⽬の記載内容や記載箇所については、各発注
機関の判断とする。
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工事監督支援業務競争入札試行要領 

令和２年３月

長崎県 土木部
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橋梁補修調査設計委託標準歩掛

平成２１年２月（令和２年１０月改訂版）

長崎県土木部 道路維持課

手引き　第６章　橋梁調査設計委託積算基準
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4. 直接経費

4.1 印刷製本費、旅費交通費

設計業務等に準じる。

4.2 機械器具費

   橋梁点検作業時において、リフト車、橋梁点検車（オーバーフェンス車）を要する場合は、運転経費を計上

する。

  (1) 運転経費標準歩掛

                                （1日当り）

名称 単位 数量 単価 備考

リフト車運転 （本土） 日 1.00 35,000 リース

橋梁点検車運転 （本土） 日 1.00 120,000 リース

小型船舶運転 日 1.00 63,000 リース

     注） 1.単価は運転手、燃料費等を含めた単価とする。

2.離島については、リフト車、橋梁点検車の船舶による輸送費を必要に応じ別途計上する。

4.3 安全費

点検調査時の安全確保を図るため、リフト車、橋梁点検車（オーバーフェンス車）を使用する場合は、車

両の前後に交通整理員を１名づつ以上配置するものとする。

(1) 交通整理員1人当り標準歩掛

（1人当り）

名称 規格 単位 数量 単価 備考

交通整理員 人 1.00 基本単価一覧表による

    

(2) 交通規制設備標準歩掛

（1現場当り）

名称 規格 単位 数量 単価 備考

交通規制設備 式 1.00 71,000

      注）交通規制設備費は、カラーコン、矢印版（山型）、看板、回転灯、発電機を含む。規制車両

が必要な場合は別途計上する。
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令和○○年度 ○○橋 調査設計業務

特記仕様書（案）

第１条 適用範囲

本特記仕様書は、長崎県土木部道路維持課が実施する「○○橋調査設計業務」に適用する。

第２条 通  則

本業務の実施にあたり、受注者は本特記仕様書のほか、業務委託契約書、土木設計（測量、

調査）業務等共通仕様書（長崎県土木部）、およびその他諸法令・諸法規を遵守して、業務の円

滑な進捗を図るものとする。

第３条 業務目的

○○橋梁の補修設計を実施するに際し、現橋の損傷劣化の原因や進行状況等を把握し、補修

設計に向けて必要な基礎データを収集し、円滑な補修設計を実施することを目的とする。

これによって、適切な補修工法を選定し、効果的な維持管理に向けた補修設計を行うもので

ある。

第４条 適用基準等

業務の実施にあたっては，本業務の特記仕様書によるほか，下記の基準等に準拠して実施す

るものとする。

   1）土木設計（測量、調査）業務等共通仕様書 令和 2 年 4 月 長崎県土木部

   2）道路橋補修便覧             昭和 54 年 4 月 日本道路協会

   3）橋梁点検マニュアル             令和 2 年 3 月 長崎県土木部道路維持課

      4）長崎県橋梁長寿命化修繕計画       平成 27 年 3 月 長崎県土木部道路維持課

   5）道路橋示方書・同解説          平成 29 年 11 月 日本道路協会

   6）コンクリート標準示方書（維持管理編）  平成 25 年 3 月 土木学会

   7）橋梁補修補強マニュアル（案）      平成 27 年 3 月 長崎県土木部道路維持課

   8）建設省総合技術開発プロジェクト・コンクリートの耐久性向上技術の開発

           平成 01 年 5 月 土木研究センター

   9）鋼道路橋塗装・防食便覧         平成 26 年 3 月 日本道路協会

   10）その他 長崎県土木部道路維持課「統一事項」および関係基準

第５条 安全管理

本業務の実施にあたり、受注者は現地調査員の安全管理はもとより、規制を必要とする場

合は交通整理員を配置するなど交通状況に即した適切な保安施設を設け、歩行者・一般通行

車両（および航行船舶等）に対する安全管理につとめるものとする。

第６条 沿道対応

業務実施中、沿道の住民および道路利用者より苦情のあった場合には、受注者において丁

寧に対応するものとし、その結果を監督職員に報告するものとする。
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1-6 建設機械等損料算定表の改定

機械損料は２年に１回の頻度で
改定している。
前回は平成３０年１０月に改定
今回は令和２年１０月に改定
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建設用仮設材賃料積算基準の運用について

　建設用仮設材賃料積算基準について令和２年２月17日付け国総公第91号により改正されたとこ

ろであるが、その運用について、下記のとおり定めたので通知する。

　なお、平成18年３月27日付け国総施第196号「建設用仮設材賃料積算基準の運用について」は

廃止する。

記

１．適用区分による賃料の補正

　供用日数（または月数）の長短による賃料に係る市場価格の適用区分が変わることによって

賃料計上額（１現場あたり修理費及び損耗費または１現場あたり整備費等を除く。）が当該日

数（または月数）の増加に比例せず減少する場合がある。従って、減少する時点までの供用日

数（または月数）における賃料計上額（１現場あたり修理費及び損耗費または１現場あたり整

備費等を除く。）は、その減少する時点における賃料計上額（１現場あたり修理費及び損耗費

または１現場あたり整備費等を除く。）を上限とし、下記の方法により減額補正する。

建設用仮設材賃料積算基準の運用について

令和 年 月 日 国総公第 号
総合政策局公共事業企画調整課長から
国土技術政策総合研究所総合技術政策研究ｾ
ﾝﾀｰ建設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究官、各地方整備局企画
部長、北海道開発局事業振興部長、沖縄総
合事務局開発研究部長あて

建設用仮設材賃料積算基準について令和２年２月 日付け国総公第 号により改正された

ところであるが、その運用について、下記のとおり定めたので通知する。

なお、平成 年３月 日付け国総施第 号「建設用仮設材賃料積算基準の運用について」

は廃止する。

記

１．適用区分による賃料の補正

供用日数（または月数）の長短による賃料に係る市場価格の適用区分が変わることによっ

て賃料計上額（１現場あたり修理費及び損耗費または１現場あたり整備費等を除く。）が当

該日数（または月数）の増加に比例せず減少する場合がある。従って、減少する時点までの

供用日数（または月数）における賃料計上額（１現場あたり修理費及び損耗費または１現場

あたり整備費等を除く。）は、その減少する時点における賃料計上額（１現場あたり修理費

及び損耗費または１現場あたり整備費等を除く。）を上限とし、下記の方法により減額補正

する。

（イメージ図）

減額補正額

 賃

 料

算定式による賃料

　　供用日数

算定式による賃料

令和２年２月17日‥国総公第92号

総合政策局公共事業企画調整課長から

国土技術政策総合研究所総合技術政策研究

センター建設マネジメント研究官、各地方

整備局企画部長、北海道開発局事業振興部

長、沖縄総合事務局開発研究部長あて

（‥23‥）

令和２年１０月版の建設機械等損料算定表に綴じられて
いる
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２．賃料計上限度額

　　仮設材の賃料計上限度額（１現場あたり修理費及び損耗費または１現場あたり整備費等を含

む。）は、当該仮設材において施工業者が入手可能な購入価格の90％を上限とする。

３．鋼矢板等の修理費及び損耗費の取扱い

　　鋼矢板等の１現場あたり修理費及び損耗費は、次式のとおりとする。

Ｙ‥＝‥ａ・ｂ

Ｙ：鋼矢板等の１現場あたり修理費及び損耗費（円/ｔ）

※覆工板は単位を（円/m2）に読み替える。

ａ：係数

ｂ：市場価格

鋼矢板等の１現場あたり修理費及び損耗費算定のための係数及び市場価格

名　称 補助工法 係数(ａ) 市場価格（ｂ）

鋼矢板

本矢板
無 3.60

鋼矢板‥整備費
有 2.60

軽量鋼矢板
無 2.75

軽量鋼矢板‥整備費
有 1.98

Ｈ形鋼
杭　工

無 2.37
Ｈ型鋼‥整備費

有 1.73

山留主部材 － 1.09 鋼製山留材‥整備費

覆工板 － 1.22 覆工板‥整備費

備考　１‥．修理費及び損耗費は、整備費、修理費（特別ケレン・穴埋め・曲がり直し等）、切断

による短尺補償、打込による破損を含む。

２‥．修理費及び損耗費は、土質、打込又は引抜きの難易等の作業条件を十分考慮して適用

を決定する。

３‥．補助工法とは、ウォータージェットまたはアースオーガ併用工法、硬質地盤専用工法、

プレボーリング工法等をいう。

４．スクラップ長未満の仮設材が発生した場合の取扱い

　　現場条件により、スクラップ長未満に切断する場合は、不足分弁償金として次式により算出

する。

　　不足分弁償金＝（スクラップ長未満の製品重量）×（不足分弁償金に係る市場価格×90％）

（‥24‥）

１現場あたりの修理費
と損耗費は、市場価格
に係数をかけて算出す
るようになった。
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５．山留主部材の副部材について

　　副部材の賃料（１現場あたり修理費及び損耗費を含む。）は、次式のとおりとする。

Ｙ‥＝‥ａ・ｂ

Ｙ：副部材の賃料（円/ｔ）

ａ：係数

ｂ：市場価格

副部材の賃料（１現場あたり修理費及び損耗費を含む。）算定のための係数及び市場価格

名　称 係数(ａ) 市場価格（ｂ）

副部材
（Ａ）

基礎価格 1.21 鋼製山留材　部品　不足分弁償金（新品）

供用１日
あたり賃料
（日）

90日以内

1.48

鋼製山留材　部品　賃料

180日以内

360日以内

720日以内
1.47

1080日以内

１現場あたり修理費及び損耗費 1.13 鋼製山留材　部品　整備費

副部材
（Ｂ）

１現場あたり修理費及び損耗費 1.01 鋼製山留材　部品　不足分弁償金（新品）

備考　１‥.‥副部材（Ａ）に係る賃料計上限度額（１現場あたり修理費及び損耗費を含む。）は、

基礎価格の90％とする。

　２‥.‥副部材に係る賃料（１現場あたり修理費及び損耗費を含む。）の補正は、建設用仮設

材損料算定基準（平成17年３月24日付け国総施第139号）及び建設用仮設材賃料積算基

準（令和２年２月17日付け国総公第91号）に準じる。

６．簡易な整備作業について

　　建設用仮設材賃料積算基準（令和２年２月17日付け国総公第91号）の第３の２項の中の「簡

易な整備作業」とは、機材の入・出庫検収作業や簡易な整備作業を含んだもので、機材使用の

有無や期間の長短にかかわらず、賃貸取引市場において全部材について初回時に支払う費用に

かかる作業である。

７．建設用仮設材に係る付属金属について

　　建設用仮設材の積算にあたっては、建設用仮設材賃料積算基準（令和２年２月17日付け国総

公第91号）の第３の積算方法により算定するほか、建設用仮設材に係る付属金属について必要

数量を勘案し別途積算するものとする。

（‥25‥）

副部材の賃料は、市場
価格に係数をかけて算
出するようになった。
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８．組立ハウスの積算について

　　建設用仮設材賃料積算基準（令和２年２月17日付け国総公第91号）の第３の積算方法によら

ず賃貸取引実態を考慮し、別途積算するものとする。

附則

　改正後の建設用仮設材賃料積算基準の運用については、令和２年４月１日以後の請負工事に係

る仮設材の積算について適用する。

（‥26‥）
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2-1　適切な積算の実施について
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2-1　適切な積算の実施について

１．適切な積算に向けた今までの取組

　工事等発注における適切な積算については、平成２４年２月議会の｢入札制度等発注方式の

改善に関する決議｣の中で強く求められており、適切な積算（設計変更）に向けて次のような

取組を行ってきました。

＜平成２４年２月議会の決議の要旨＞

　第１　設計価格の積算に当たっては、現場の実情を踏まえて必要経費を積算し、事業者の

　　　　立場に立った正確な所要経費の積み上げを行うものとする。

（１）公共工事の品質を確保するための
「協働現地調査」【３０建企第４１５号】
「三者会議」【２９建企第７４０号】及び
「設計業務成果品の照査」【２３建企第２０９号】について
「公共工事の品質を確保するための「協働現地調査、三者会議、設計業務成果品

の照査」【２９建企第１６号】について

（２）「建設工事特記仕様書作成要領」について
【Ｈ２２年１２月２８日付　２２建企第５２６号】

（３）工事打合せ簿の取扱い要領について（改定）
【Ｈ２９年５月３０日付　２９建企第１３３号】

（４）資材価格の決定方法
【Ｒ１年９月１９日付　３１建企第４３３号】

　単価は平均値を採用することについて、令和元年９月に改定しました。

（５）見積歩掛の積算
【Ｒ１年９月１９日付　３１建企第４３１号】

　単価採用は、①基本単価一覧表による場合　→　②物価資料等による場合　→　③掲
載品と類似する製品を使用する場合　→　④特別調査　→　⑤見積もりの順に決定する
ものとし、実勢価格を反映するものとしています。
　工事規模、工種、施工箇所及び施工条件から上記によりがたい場合は、事前に本庁事
業課と協議のうえ、別途決定して下さい。

　工事受注者に対して求める必要のある事項の内、長崎県建設工事共通仕様書(長崎県
土木部)〔以下「共通仕様書」という。〕に定めのない事項、及び、共通仕様書に記載
されている事項を否定する事項、ならびに、当該工事設計書の作成にあたり想定してい
る施工条件については、最新の「特記仕様書記載例」を参考に作成して下さい。特記仕
様書の記載内容が現場条件と相違ないか十分な確認をお願いします。

　「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、公共工事に関する調査及び設
計の品質確保に努めているところですが、平成２４年度普通会計定期監査からの意見を
踏まえ、「協働現地調査」及び「三者会議」を積極的に活用するとともに、「設計業務
成果品の照査」等の徹底をお願いします。

　変更契約に先立ち、変更指示を行う場合において、工事打合せ簿に増減額の概算金額
を記載するように様式を変更しております。概算金額を記載することで受発注者の認識
が共有されることとなります。設計変更が生じる場合は工事打合せ簿を取り交わし、
「適切な設計変更」に努めていただきますよう、お願いいたします。

　見積りによる歩掛は、総価（労務単価、資材単価、機械損料及び賃料は県単価を使
用）で比較し、平均直下の者を採用することについて、令和元年９月に改定しました。
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２．改正品確法について

　令和元年６月に、公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）の一部を改正する法律
が施行され、「適切な工期設定」「施工時期の平準化」「適切な設計変更」「ＩＣＴ活用等に
よる生産性向上」「災害時の緊急対応の充実強化」「働き方改革への対応」について発注者の
責務であることが明確化されました。
さらに、国土交通省において、改正品確法に基づく基本方針及び改正入契法に基づく入札
契約適正化指針が改正されました。

＜関連事項＞

諸経費の改定、快適トイレ、週休２日、ICT、現場環境改善費、労働環境改善（業務）

設計変更ガイドライン、インフレスライド

３．適切な積算が行われないと・・・

　適切な積算が行われない場合、受注者の適正な利潤が確保されず、労働賃金へのしわ寄せ

に繋がり、労務費調査の結果に反映され、設計単価の下落を招き、結果、予定価格の低下に

繋がります。予定価格が低下すると、受注者の適正な利潤が確保されず・・・（繰り返し）

（デフレスパイラル状態に陥る可能性）

結果、品確法の目的である、インフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保が達

成できなくなる恐れが生じます。

また、前述のとおり、品確法や品確法基本方針や入札契約適正化指針に発注者の責務として、

適切な積算（設計変更）が明記されるので、これらの趣旨を十分に理解の上、業務を遂行して

下さい。

４．各地方機関と業界の意見交換の実施について

　「工事等発注における適切な積算」を行うために、昨年度に引き続き本年度も実務者レベ

ルの意見交換を各地方機関最低１回以上開催としております。各担当者は意見交換への積

極的な参加をお願いします。

意見交換会の内容は、建設企画課　技術基準班のイントラ（下記参照）に掲載しております

ので、今後の工事執行等における受発注者間の協議に御活用下さい。

また、意見交換以外の場（受注者との協議など）で積算と乖離がある等の情報がありました

ら、技術基準班まで連絡下さい。

【イントラ】

http://10.1.4.1:8011/HomePage/HP0000B/kijyunhan/ikenkoukan.htm
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住

民
や

地
権

者
へ

の
事

前
説

明
が
さ
れ
て
い
な
い
場

合
や

、
実

施
さ
れ
て
い
て
も
説

明
不

足
等

で
立

入
許

可
や

工
事

承
諾

に
時

間
を
要

し
、
な
か

な
か
着

工
で
き
な
い
ケ
ー

ス
が
あ
り
ま
す

。
ま
た
用

水
管

等
の
移

設
に
関

し
て
は
、
管

理
者

で
あ
る
市

町
や

組
合

と
の
協

議
が
必

要
で
、
着

工
が
遅

れ
る
原

因
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

発
注

前
の
地

元
説

明
や

調
整

は
必

ず
実

施
し
て
、
発

注
後

に
地

元
関

係
者

と
意

見
の
不

一
致

が
無

い
よ
う
十

分
な
協

議
を
行

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
発

注
時

は
特

記
仕

様
書

に
第

三
者

と
の
交

渉
進

䬖
状

況
や

、
そ
の
他

現
場

諸
条

件
等

が
あ
れ
ば

明
示

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

【
意

見
交

換
会

に
て
追

加
要

望
】

測
量

と
地

質
調

査
の
同

時
発

注
に
よ
り
、
地

質
調

査
に
し
わ
寄

せ
が
い
く
た
め
、
特

記
仕

様
書

に
他

の
測

量
業

務
が
あ
る
こ
と
を
明

記
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、

国
立

公
園

内
の
調

査
な
ど
は
、
環

境
省

と
の
協

議
を
要

し
て
立

ち
入

り
ま
で
に
時

間
が
か
か
る
た
め
、
事

前
に
協

議
す

る
こ
と
が
分

か
っ
て
い
れ
ば

、
早

め
に

対
応

し
て
も
ら
い
た
い
。

回 答

【
建

設
企

画
課

】
発

注
前

に
地

元
や

関
係

機
関

へ
の
事

前
説

明
を
行

い
、
事

業
へ

の
ご
理

解
ご
協

力
を
得

て
か
ら
発

注
す

る
こ
と
が
望

ま
し
い
の
で
す

が
、
地

元
や

関
係

他
機

関
と
の
協

議
に
時

間
を
要

す
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
ま
す

の
で
、
発

注
の
際

に
は
、
「
地

元
と
の
協

議
状

況
」
や

「
関

係
他

機
関

」
と
の
協

議
状

況
」
な
ど
を
特

記
仕

様
書

に
条

件
明

示
す

る
よ
う
関

係
機

関
に
周

知
し
て
ま
い
り
ま
す

。

【
農

村
整

備
課

】
工

事
等

に
直

接
必

要
な
施

設
用

地
や

既
存

施
設

の
付

け
替

え
等

に
つ

い
て
は
事

前
に
地

元
の
了

解
を
得

て
発

注
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
施

設
用

地
以

外
の
仮

設
、
営

繕
等

に
係

る
用

地
等

に
つ

い
て
は
受

注
者

の
施

工
計

画
に
基

づ
き
地

元
説

明
が
必

要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
受

注
者

決
定

後
に
実

施
す

る
場

合
も
あ
り
得

る
こ
と
を
ご
了

知
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
そ
の
際

は
協

力
を
お

願
い
し
た
い
。

な
お

、
施

工
や

調
査

に
必

要
な
事

項
に
つ

い
て
、
地

元
と
の
合

意
内

容
や

条
件

が
あ
る
場

合
は
、
特

記
仕

様
書

等
に
明

示
す

る
こ
と
と
い
た
し
ま
す

。

【
森

林
整

備
室

】
発

注
前

に
地

元
や

関
係

機
関

と
の
調

整
を
行

い
、
承

諾
を
得

た
上

で
工

事
を
発

注
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
工

事
発

注
後

に
地

元
と
の
調

整
が
必

要
と
な

る
ケ
ー

ス
も
発

生
し
て
い
る
た
め
、
土

木
部

と
同

様
に
協

議
状

況
等

に
つ

い
て
特

記
仕

様
書

に
条

件
明

示
す

る
な
ど
の
対

応
を
行

っ
て
ま
い
り
ま
す

。

共
通

事
項

入
札

制
度

2
◎

○
○

要 望

共
通

事
項

入
札

制
度

1
○

○

要 望

令
和
元
年
度
　
設
計
･調

査
・
工
事
に
係
る
要
望
事
項

項
　
　
目

番
号

所
管

区
分

要
望

事
項

添
付

資
料

【
最

低
制

限
価

格
の
算

出
に
つ

い
て
】

・
地

質
調

査
業

務
の
解

析
等

調
査

業
務

費
が
、
最

低
制

限
価

格
算

出
式

の
「
設

計
業

務
」
か
「
解

析
等

業
務

費
」
の
ど
ち
ら
を
採

用
さ
れ
て
い
る
か
不

明
な

案
件

が
あ
り
ま
し
た
。
質

問
書

の
提

出
は
手

間
と
時

間
を
要

し
ま
す

の
で
、
参

考
資

料
記

載
の
諸

経
費

区
分

と
最

低
制

限
価

格
の
算

出
が
一

致
す

る
よ
う
周

知
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

回 答

【
建

設
企

画
課

】
令

和
元

年
1
0
月

よ
り
、
土

木
部

で
使

用
し
て
い
る
積

算
シ
ス
テ
ム
に
て
、
諸

経
費

区
分

を
「
設

計
業

務
」
か
「
解

析
等

調
査

業
務

費
」
の
ど
ち
ら
か
を
選

択
す

る
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
を
改

修
し
て
お

り
ま
す

。
そ
の
こ
と
は
、
通

知
文

に
て
関

係
機

関
に
周

知
し
て
お

り
ま
す

。
ま
た
、
設

計
図

書
の
縦

覧
設

計
書

に
は
諸

経
費

区
分

が
明

記
さ
れ
て
お

り
、
「設

計
業

務
」
か
「
解

析
等

調
査

業
務

費
」
の
ど
ち
ら
か
判

断
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
お

り
ま
す

。

【
農

村
整

備
課

】
参

考
資

料
の
業

務
別

鏡
に
お

い
て
、
積

算
体

系
区

分
に
よ
り
、
「
設

計
業

務
」
と
「
調

査
業

務
（
解

析
）
」
を
区

分
し
て
い
ま
す

が
、
適

切
な
運

用
に
つ

い
て
改

め
て
周
知
し
ま
す

。

2
-
2
　

業
界

と
の

意
見

交
換

会
結

果
に

つ
い

て
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一
般

社
団

法
人

　
長

崎
県

地
質

調
査

業
協

会
　

2
 ペ

ー
ジ

土
木

農
村

林
務

　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
元
年
度
　
設
計
･調

査
・
工
事
に
係
る
要
望
事
項
　
　
　
　
　
　
　

項
　
　
目

番
号

所
管

区
分

要
　
　
　
　
　
望
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

添
付

資
料

共
通

事
項

入
札

制
度

4
○

○
○

要 望

【
指

示
や

協
議

手
続

き
の
ル
ー

ル
徹

底
に
つ

い
て
】

・
県

担
当

者
か
ら
の
指

示
が
、
ま
だ
口

頭
や

電
話

に
よ
る
場

合
が
あ
る
の
で
、
打

合
せ

簿
に
よ
る
指

示
の
徹

底
を
お

願
い
し
ま
す

。
ま
た
、
打

合
せ

簿
の
指

示
や

回
答

、
問

い
合

わ
せ

等
は
通

常
勤

務
時

間
帯

と
し
、
ワ
ン
デ

ー
レ
ス
ポ
ン
ス
と
し
て
対

応
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

回 答

【
建

設
企

画
課

】
指

示
に
つ

い
て
は
、
打

合
せ

簿
を
活

用
す

る
な
ど
書

面
を
も
っ
て
示

す
よ
う
昨

年
度

周
知

し
ま
し
た
が
、
引

続
き
関

係
機

関
に
周

知
し
て
ま
い
り
ま
す

。
ま
た
、

電
話

に
よ
る
指

示
や

問
い
合

わ
せ

に
つ

い
て
、
通

常
勤

務
時

間
帯

に
行

う
よ
う
関

係
機

関
に
周

知
し
て
ま
い
り
ま
す

。
（
緊

急
時

を
除

く
）

【
農

村
整

備
課

】
契

約
上

、
指

示
は
書

面
に
よ
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
職

員
へ

周
知

徹
底

を
図

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

。
な
お

、
緊

急
の
場

合
等

で
止

む
を
得

ず
口

頭
に
よ
る
と
き

も
、
事

後
速

や
か
に
打

合
せ

簿
を
取

り
交

わ
す

こ
と
と
し
て
お

り
ま
す

。
万

一
、
書

面
に
よ
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
場

合
は
、
指

示
そ
の
も
の
が
無

効
で
あ
り
、

設
計

変
更

に
反

映
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
主

任
監

督
員

以
上

の
職

員
に
相

談
を
お

願
い
し
ま
す

。
ま
た
、
指

示
や

回
答

、
問

い
合

わ
せ

等
は
、
通

常
勤

務
時

間
帯

に
行

う
よ
う
労

働
環

境
改

善
の
取

組
を
通

知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
改

め
て
周

知
し
て
ま

い
り
ま
す

。

【
森

林
整

備
室

】
土

木
部

局
と
同

様
、
打

合
せ

簿
に
よ
る
指

示
等

を
周

知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
ワ
ン
デ

ー
レ
ス
ポ
ン
ス
と
併

せ
て
再

度
周

知
し
て
ま
い
り
ま
す

。

共
通

事
項

入
札

制
度

3
◎

○
◎

要 望

【
現

場
条

件
に
適

し
た
現

場
内

小
運

搬
に
つ

い
て
】

・
設

計
業

務
等

標
準

積
算

基
準

書
で
は
、
人

肩
運

搬
は
運

搬
経

路
が
狭

く
特

装
車

等
が
活

用
で
き
ず

、
運

搬
距

離
が
短

距
離

で
緩

傾
斜

地
に
と
な
っ
て
い

ま
す

が
、
急

傾
斜

地
な
ど
で
採

用
さ
れ
て
い
る
場

合
が
あ
り
ま
す

。
ま
た
落

石
緩

衝
柵

設
置

工
事

に
お

い
て
は
、
足

場
等

の
資

材
搬

入
は
ク
レ
ー

ン
を
用

い
る
こ
と
が
通

例
と
な
っ
て
お

り
ま
す

が
、
現

場
条

件
に
よ
っ
て
は
施

工
ヤ
ー

ド
が
確

保
で
き
ず

、
十

分
な
材

料
搬

入
及

び
運

搬
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す

。
こ
の
よ
う
な
現

場
条

件
の
場

合
は
、
モ
ノ
レ
ー

ル
運

搬
等

、
現

場
に
最

も
適

し
た
現

実
的

な
運

搬
方

法
の
採

用
を
お

願
い
し
た
い
。

回 答

【
建

設
企

画
課

】
現

場
内

小
運

搬
に
つ

い
て
は
、
市

場
単

価
方

式
に
よ
る
地

質
調

査
に
適

用
す

る
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す

。
運

搬
距

離
や

地
形

に
よ
っ
て
、
運

搬
方

法
を
決

定
し
て
お

り
ま
す

の
で
、
適

正
な
設

計
積

算
が
な
さ
れ
る
よ
う
関

係
機

関
に
周

知
し
て
ま
い
り
ま
す

。
現

場
条

件
に
よ
り
、
当

初
想

定
し
て
い
た
運

搬
方

法
の
適

用
が
適

切
で
な
い
場

合
は
、
発

注
者

と
協

議
す

る
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す

。

【
農

村
整

備
課

】
当

初
設

計
に
お

い
て
は
、
現

場
状

況
に
応

じ
て
積

算
基

準
に
基

づ
き
必

要
な
現

場
内

小
運

搬
を
計

上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
設

計
内

容
の
点

検
等

に
よ
り
計

上
内

容
に
疑

義
が
あ
る
場

合
、
ま
た
は
他

の
運

搬
方

法
が
よ
り
適

し
て
い
る
と
判

断
さ
れ
る
場

合
は
、
発

注
者

と
協

議
を
お

願
い
し
ま
す

。

【
森

林
整

備
室

】
現

場
内

小
運

搬
に
つ

い
て
は
、
現

場
条

件
等

を
考

慮
し
て
積

算
す

る
よ
う
指

導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
適

正
な
費

用
計

上
を
行

う
よ
う
再

度
周

知
し
て
ま

い
り
ま
す

。
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一
般

社
団

法
人

　
長

崎
県

地
質

調
査

業
協

会
　

3
 ペ

ー
ジ

土
木

農
村

林
務

　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
元
年
度
　
設
計
･調

査
・
工
事
に
係
る
要
望
事
項
　
　
　
　
　
　
　

項
　
　
目

番
号

所
管

区
分

要
　
　
　
　
　
望
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

添
付

資
料

共
通

事
項

入
札

制
度

5
◎

○
○

要 望

【
協

議
資

料
や

指
示

事
項

の
資

料
作

成
に
つ

い
て
】

・
発

注
側

と
受

注
者

（
測

量
・
調

査
・
設

計
会

社
）
の
協

議
の
際

に
使

用
す

る
説

明
資

料
（
発

注
者

指
示

事
項

：
数

量
計

算
書

・
図

面
等

）
の
作

成
及

び
準

備
を
、
業

者
側

に
依

頼
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
あ
り
ま
す

。
発

注
側

に
お

い
て
作

成
さ
れ
る
か
、
業

者
側

へ
依

頼
さ
れ
る
場

合
は
資

料
作

成
に
必

要
な
費

用
を
計

上
す

る
な
ど
の
対

応
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

回 答

【
建

設
企

画
課

】
発

注
者

指
示

事
項

に
必

要
な
説

明
資

料
の
作

成
及

び
準

備
に
つ

い
て
は
、
歩

掛
や

諸
経

費
に
含

ま
れ
て
お

り
ま
せ

ん
の
で
、
必

要
な
場

合
は
別

途
計

上
す

る
な
ど
適

正
な
設

計
積

算
が
な
さ
れ
る
よ
う
周

知
し
て
ま
い
り
ま
す

。

【
農

村
整

備
課

】
協

議
資

料
の
作

成
・
準

備
は
、
発

議
者

（
発

注
者

又
は
受

注
者

）
が
行

う
こ
と
と
な
り
ま
す

が
、
打

合
せ

簿
に
よ
り
、
業

務
の
一

環
（
設

計
変

更
対

象
）
と
し
て
資

料
作

成
指

示
が
あ
っ
た
場

合
は
、
ご
協

力
を
お

願
い
し
ま
す

。

【
森

林
整

備
室

】
発

注
者

側
で
必

要
と
す

る
資

料
の
準

備
は
発

注
者

で
行

う
か
、
必

要
に
応

じ
て
費

用
を
計

上
し
て
依

頼
す

る
よ
う
指

導
し
て
い
ま
す

が
、
そ
の
よ
う
な
ケ
ー

ス
が
あ
る
よ
う
で
あ
れ
ば

再
度

周
知

徹
底

し
て
ま
い
り
ま
す

。
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一
般

社
団

法
人

　
長

崎
県

地
質

調
査

業
協

会
　

4
 ペ

ー
ジ

土
木

農
村

林
務

　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
元
年
度
　
設
計
･調

査
・
工
事
に
係
る
要
望
事
項
　
　
　
　
　
　
　

項
　
　
目

番
号

所
管

区
分

要
　
　
　
　
　
望
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

添
付

資
料

調
査

設
計

2
○

要 望

【
準

備
及

び
跡

片
付

け
の
計

上
に
つ

い
て
】

・
契

約
後

、
地

元
調

整
、
ボ
ー

リ
ン
グ
位

置
出

し
、
地

下
埋

設
物

調
査

等
で
必

要
と
な
っ
た
「
準

備
及

び
跡

片
付

け
」
を
業

務
着

手
時

の
打

合
せ

時
に
協

議
（
打

合
せ

協
議

記
録

簿
に
記

載
）
し
承

認
さ
れ
た
も
の
の
、
最

終
変

更
契

約
時

に
、
契

約
前

の
質

問
事

項
に
挙

が
っ
て
い
な
い
た
め
費

用
は
計

上
で
き
な

い
、
と
の
返

答
を
受

け
ま
し
た
。

業
務

中
に
必

要
と
判

断
さ
れ
た
項

目
を
協

議
の
う
え
実

施
し
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
適

切
に
費

用
を
計

上
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

回 答

【
農

村
整

備
課

】
記

載
の
内

容
だ
け
で
は
判

断
が
つ

き
か
ね

る
が
、
業

務
実

施
の
上

で
設

計
変

更
の
対

象
と
し
て
工

事
打

合
せ

簿
で
取

り
交

わ
し
を
行

っ
た
内

容
に
つ

い
て

は
、
適

切
に
設

計
変

更
（
費

用
計

上
）
を
行

う
よ
う
改

め
て
周

知
し
て
ま
い
り
ま
す

。

調
査

設
計

1
○

○

要 望

【
印

刷
製

本
費

に
つ

い
て
】

・
土

木
部

で
発

注
さ
れ
る
案

件
と
農

業
土

木
（
土

地
改

良
）
案

件
で
は
、
紙

で
提

出
す

る
報

告
書

に
係

る
費

用
計

上
額

に
大

き
な
開

き
が
あ
り
ま
す

。
長

崎
県

と
し
て
土

木
部

単
価

へ
統

一
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
添

付
資

料
①

-
2
）

ま
た
土

木
部

で
は
、
単

価
採

用
期

が
令

和
元

年
1
0
月

1
以

降
の
場

合
、
測

量
業

務
・
調

査
業

務
・
設

計
業

務
（
解

析
業

務
を
含

む
）
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
直

接
費

に
対

し
添

付
資

料
①

－
1
同

額
程

度
の
印

刷
製

本
費

を
計

上
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
他

の
所

管
で
は
ど
の
よ
う
に
計

上
さ
れ
る
の
か
教

え
て
い
た
だ
き
た
い
。

①
-
1

①
-
2

印
刷

製
本

費

回 答

【
農

村
整

備
課

】
今

後
、
計

上
方

法
や

単
価

等
に
つ

い
て
検

討
を
行

っ
て
ま
い
り
ま
す

。

【
森

林
整

備
室

】
土

木
部

と
同

様
の
取

り
扱

い
と
し
て
い
ま
す

。
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一
般

社
団

法
人

　
長

崎
県

地
質

調
査

業
協

会
　

5
 ペ

ー
ジ

土
木

農
村

林
務

　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
元
年
度
　
設
計
･調

査
・
工
事
に
係
る
要
望
事
項
　
　
　
　
　
　
　

項
　
　
目

番
号

所
管

区
分

要
　
　
　
　
　
望
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

添
付

資
料

調
査

設
計

4
○

○

要 望

【
ア
ン
カ
ー

工
や

集
水

B
o
r工

の
設

計
本

数
に
つ

い
て
】

・
ア
ン
カ
ー

工
設

計
歩

掛
は
、
1
ブ
ロ
ッ
ク
1
段

当
た
り
ア
ン
カ
ー

2
0
本

を
1
箇

所
と
し
て
い
る
が
、
本

数
が
2
0
本

以
下

の
際

に
歩

掛
を
本

数
補

正
（
例

：
ア
ン

カ
ー

6
本

で
歩

掛
の
6
/
2
0
倍

）
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

。
ま
た
、
集

水
ボ
ー

リ
ン
グ
工

設
計

歩
掛

は
1
ブ
ロ
ッ
ク
2
段

当
た
り
集

水
ボ
ー

リ
ン
グ
2
0
本

を
1
箇

所
と
し
て
い
る
が
、
本

数
が
2
0
本

以
下

の
際

に
歩

掛
を
本

数
補

正
（
例

：
集

水
ボ
ー

リ
ン
グ
3
本

で
歩

掛
の
3
/
2
0
倍

）
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

。
何

れ
も
設

計
作

業
自

体
は
本

数
比

例
と
は
な
ら
な
い
た
め
、
2
0
本

以
下

は
1
箇

所
で
計

上
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

採
用

し
て
い
る
歩

掛
は
、
全

国
地

質
調

査
業

協
会

連
合

会
が
発

行
し
て
い
る
全

国
標

準
積

算
資

料
に
掲

載
の
歩

掛
で
す

。

② 全
国

地
質

調
査

業
協

会
連

合
会

積
算

資
料

回 答

【
建

設
企

画
課

】
設

計
業

務
等

標
準

積
算

基
準

書
に
掲

載
が
な
い
歩

掛
に
つ

い
て
は
、
見

積
り
を
徴

収
し
て
歩

掛
と
し
て
採

用
す

る
こ
と
を
基

本
と
し
て
お

り
ま
す

。
そ
の
こ
と

を
関

係
機

関
に
周

知
し
て
ま
い
り
ま
す

。

【
農

村
整

備
課

】
適

切
な
積

算
を
行

う
よ
う
周

知
を
お

こ
な
い
、
今

後
、
当

該
歩

掛
は
実

数
量

に
て
歩

掛
の
見

積
徴

収
を
行

い
決

定
し
ま
す

。

調
査

設
計

3
○

○

要 望

【
総

合
解

析
と
り
ま
と
め
の
計

上
に
つ

い
て
】

・
特

記
仕

様
書

に
報

告
書

の
考

察
の
要

望
事

項
と
し
て
、
総

合
解

析
と
り
ま
と
め
に
該

当
す

る
地

盤
の
工

学
的

評
価

や
地

盤
定

数
の
設

定
、
設

計
・
施

工
上

の
留

意
点

な
ど
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
総

合
解

析
と
り
ま
と
め
が
未

計
上

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
（
振

興
局

に
よ
っ
て
計

上
・
未

計
上

が
あ
る
）
。
業

務
と

し
て
必

要
な
際

は
、
「
総

合
解

析
と
り
ま
と
め
」
を
計

上
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

回 答

【
建

設
企

画
課

】
業

務
を
発

注
す

る
際

、
総

合
解

析
と
り
ま
と
め
が
必

要
と
判

断
さ
れ
る
場

合
は
、
設

計
計

上
す

る
よ
う
関

係
機

関
に
周

知
し
て
ま
い
り
ま
す

。

【
農

村
整

備
課

】
発

注
に
あ
た
っ
て
は
、
業

務
内

容
に
応

じ
た
積

算
を
行

う
よ
う
改

め
て
注

意
喚

起
し
て
ま
い
り
ま
す

。
な
お

、
入

札
案

件
の
積

算
内

容
に
疑

義
が
あ
る
場

合
は
、
そ
の
取

り
扱

い
に
つ

い
て
「
設

計
図

書
等

に
対

す
る
質

問
」
に
よ
り
発

注
者

へ
確

認
を
お

願
い
し
ま
す

。
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一
般

社
団

法
人

　
長

崎
県

地
質

調
査

業
協

会
　

6
 ペ

ー
ジ

土
木

農
村

林
務

　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
元
年
度
　
設
計
･調

査
・
工
事
に
係
る
要
望
事
項
　
　
　
　
　
　
　

項
　
　
目

番
号

所
管

区
分

要
　
　
　
　
　
望
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

添
付

資
料

調
査

設
計

5
○

要 望

【
観

測
孔

設
置

を
伴

う
観

測
業

務
の
発

注
時

期
に
つ

い
て
】

地
す

べ
り
観

測
業

務
の
発

注
に
つ

い
て
は
早

め
の
配

慮
が
な
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
観

測
孔

設
置

を
伴

う
調

査
ボ
ー

リ
ン
グ
の
場

合
は
、
観

測
開

始
に
間

に
合

う
（
通

常
の
観

測
業

務
で
は
6
月

初
旬

よ
り
観

測
開

始
）
前

年
度

末
又

は
4
月

初
旬

の
発

注
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

回 答

【
砂

防
課

】
0
県

債
を
活

用
し
て
前

年
度

末
又

は
4
月

初
旬

に
発

注
す

る
よ
う
努

め
て
お
り
ま
す

が
、
再

度
地

方
機

関
へ

周
知

し
て
ま
い
り
ま
す

。

【
道

路
建

設
課

】
観

測
孔

設
置

を
考

慮
し
た
観

測
開

始
時

期
を
設

定
す

る
と
と
も
に
、
適

切
な
時

期
で
の
発

注
に
努

め
て
お

り
ま
す

が
、
再

度
地

方
機

関
へ

周
知

し
て
ま
い
り

ま
す
。

【
農

村
整

備
課

】
事

業
計

画
や

観
測

目
的

に
基

づ
き
、
ま
た
個

々
の
地

区
の
実

情
を
踏

ま
え
て
、
必

要
な
時

期
に
観

測
が
行

え
る
よ
う
発

注
時

期
を
決

定
し
て
ま
い
り
ま
す

。

【
森

林
整

備
室

】
基

本
的

に
事

業
実

施
年

度
の
予

算
に
よ
り
発

注
し
て
い
る
た
め
、
前

年
度

末
の
工

事
発

注
は
厳

し
い
状

況
で
す

が
、
早

期
発

注
で
き
る
よ
う
事

務
手

続
き
等

を
迅

速
に
行

う
よ
う
努

め
ま
す

。

【
業

務
に
お

け
る
伐

採
費

の
計

上
に
つ

い
て
】

・
調

査
設

計
業

務
や

法
面

工
点

検
業

務
に
お

い
て
、
伐

採
費

や
産

廃
処

理
費

が
発

生
し
た
場

合
は
、
変

更
に
て
計

上
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
仮

に
、
伐

採
費

を
含

む
歩

掛
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば

、
見

直
し
、
あ
る
い
は
伐

採
手

間
が
少

な
い
第

3
四

半
期

の
後

半
～

第
4
四

半
期

の
発

注
を
検

討
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

③ 伐
採

状
況

写
真

回 答

【
建

設
企

画
課

】
業

務
上

必
要

な
伐

採
作

業
や

そ
れ
に
伴

い
発

生
す

る
建

設
副

産
物

に
つ

い
て
は
、
必

要
に
応

じ
て
経

費
を
計

上
す

る
な
ど
適

正
な
設

計
積

算
が
な
さ
れ
る

よ
う
関

係
機

関
に
周

知
し
て
ま
い
り
ま
す

。
ま
た
、
発

注
時

期
に
つ

い
て
は
計

画
的

な
発

注
に
努

め
て
お

り
、
施

工
時

期
の
平

準
化

の
観

点
か
ら
も
時

期
に

よ
っ
て
発

注
が
集

中
す

る
こ
と
が
な
い
よ
う
取

組
ん
で
お

り
ま
す

。
ご
理

解
と
ご
協

力
に
つ

い
て
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す

。

調
査

設
計

6
◎

○
○

要 望
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一
般

社
団

法
人

　
長

崎
県

地
質

調
査

業
協

会
　

7
 ペ

ー
ジ

土
木

農
村

林
務

　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
元
年
度
　
設
計
･調

査
・
工
事
に
係
る
要
望
事
項
　
　
　
　
　
　
　

項
　
　
目

番
号

所
管

区
分

要
　
　
　
　
　
望
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

添
付

資
料

調
査

設
計

7
○

要 望

【
設

計
工

種
数

に
よ
る
歩

掛
の
計

上
に
つ

い
て
】

法
面

工
詳

細
設

計
の
項

目
で
発

注
さ
れ
た
地

す
べ

り
設

計
に
て
、
水

路
工

設
計

や
道

路
詳

細
設

計
を
追

加
指

示
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
急

傾
斜

地
崩

壊
対

策
工

の
設

計
で
、
多

工
種

に
わ
た
る
設

計
が
発

生
し
た
り
、
区

間
毎

に
設

計
方

針
が
異

な
る
様

な
場

合
に
は
、
設

計
延

長
に
よ
る
補

正
だ
け

で
な
く
、
設

計
工

種
数

に
応

じ
た
適

正
な
歩

掛
を
追

加
計

上
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

回 答

【
建

設
企

画
課

】
法

面
工

詳
細

設
計

に
含

ま
れ
な
い
他

工
種

の
設

計
に
つ

い
て
は
、
必

要
に
応

じ
て
設

計
計

上
す

る
よ
う
関

係
機

関
に
周

知
し
て
ま
い
り
ま
す

。

【
砂

防
課

】
急

傾
斜

地
崩

壊
防

止
施

設
詳

細
設

計
に
含

ま
れ
な
い
他

工
種

の
設

計
に
つ

い
て
は
、
必

要
に
応

じ
て
計

上
す

る
よ
う
再

度
地

方
機

関
へ

周
知

し
て
ま
い
り

ま
す
。
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一
般

社
団

法
人

　
長

崎
県

地
質

調
査

業
協

会
　

8
 ペ

ー
ジ

土
木

農
村

林
務

　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
元
年
度
　
設
計
･調

査
・
工
事
に
係
る
要
望
事
項
　
　
　
　
　
　
　

項
　
　
目

番
号

所
管

区
分

要
　
　
　
　
　
望
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

添
付

資
料

工
事

1
◎

○
○

要 望

【
工

事
完

成
後

の
速

や
か
な
検

査
実

施
に
つ

い
て
】

工
期

数
ヶ
月

前
に
完

了
し
た
工

事
が
、
設

計
変

更
や

変
更

契
約

に
時

間
を
要

す
と
の
理

由
で
、
工

事
完

了
か
ら
竣

工
検

査
ま
で
が
1
か
月

以
上

遅
く
な
る

（
場

合
に
よ
っ
て
は
完

成
工

期
ギ
リ
ギ
リ
）
こ
と
が
あ
り
ま
す

。
配

置
予

定
技

術
者

の
空

き
状

況
が
入

札
参

加
に
大

き
く
影

響
し
ま
す

の
で
、
工

事
完

了
後

は
速

や
か
に
竣

工
検

査
を
実

施
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

回 答

【
建

設
企

画
課

】
出

来
高

数
量

を
確

認
後

、
最

終
の
設

計
変

更
を
行

う
こ
と
が
多

い
た
め
、
手

続
き
上

、
工

事
完

了
か
ら
竣

工
検

査
ま
で
時

間
を
要

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、

速
や

か
に
検

査
の
実

施
を
行

う
よ
う
関

係
機

関
に
周

知
し
て
ま
い
り
ま
す

。

【
農

村
整

備
課

】
適

切
に
設

計
変

更
を
行

う
に
は
出

来
高

数
量

の
把

握
は
不

可
欠

で
あ
り
、
設

計
変

更
に
基

づ
き
契

約
変

更
、
竣

工
検

査
が
行

わ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
手

続
き
的

に
は
省

略
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す

。
こ
の
た
め
、
工

事
完

了
か
ら
竣

工
検

査
ま
で
を
速

や
か
に
行

う
た
め
に
は
、
事

前
に
精

度
の
高

い
出

来
高

見
込

数
量

に
よ
り
契

約
変

更
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
肝

要
と
な
り
ま
す

の
で
、
協

力
を
お

願
い
し
ま
す

。

【
森

林
整

備
室

】
設

計
変

更
等

に
よ
り
工

事
完

了
か
ら
竣

工
検

査
ま
で
時

間
を
要

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
工

事
完

了
後

速
や

か
に
竣

工
検

査
を
行

う
よ
う
指

導
い
た
し
ま

す
。

工
事

2
○

○

要 望

【
三

者
会

議
費

の
計

上
に
つ

い
て
】

設
計

業
務

完
了

後
に
お

い
て
、
工

事
現

場
着

工
後

に
数

回
に
渡

り
現

場
で
の
施

工
に
関

す
る
説

明
を
求

め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

。
こ
の
よ
う
な
場

合
は
、

三
者

会
議

費
と
し
て
適

切
に
計

上
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
三

者
会

議
費

と
し
て
計

上
さ
れ
る
人

件
費

の
主

任
技

師
0
.5
人

、
技

師
(A
)0
.5
人

は
統

一
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
経

費
部

分
の
そ
の
他

原
価

5
3
.8
5
%
、
一

般
管

理
費

5
3
.8
5
%
の
計

上
に
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
り
ま
す

の
で
統

一
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

④
-
1

三
者

会
議

要
領

④
-
2

事
例

回 答

【
建

設
企

画
課

】
工

事
実

施
段

階
に
お

け
る
「
三

者
会

議
」
の
実

施
要

領
に
基

づ
き
、
三

者
会

議
に
要

す
る
費

用
を
計

上
す

る
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す

。
三

者
会

議
に
か
か
る
設

計
者

の
業

務
費

に
つ

い
て
は
、
そ
の
他

原
価

や
一

般
管

理
費

等
の
対

象
と
な
っ
て
お

り
ま
す

の
で
、
適

正
な
設

計
積

算
が
な
さ
れ
る
よ
う
周

知
し
て
ま
い
り
ま

す
。

【
農

村
整

備
課

】
現

在
の
農

林
部

の
運

用
に
お

い
て
は
、
諸

経
費

を
計

上
す

る
こ
と
と
し
て
お

り
ま
せ

ん
。
今

後
、
諸

経
費

を
計

上
す

る
こ
と
に
運

用
を
見

直
し
、
周

知
・
統

一
を

図
っ
て
ま
い
り
ま
す

。
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１．選定された元請業者に対する「対象企業名簿」の作成要請

　建設企画課から、選定された工事の元請業者に対して、「令和２年度公共事業労務費調
査の協力についてのお願い」（別添①）を、令和2年9月11日(金)に発送しております。
　各立会官（選定された工事の監督職員または主任監督員等）は、当該元請業者の現場代
理人に、次の確認等を行ってください。

・令和２年度公共事業労務費調査の協力についてのお願い（別添①）の着信確認
・「対象企業名簿」の作成要請
添付している「対象企業名簿」のエクセルファイル及び「対象企業名簿の作成について」
のワードファイルを、選定された元請業者へメールで送信してください。
なお、対象企業名簿は元請業者が建設企画課の川野にメールで提出するように、「対象
企業名簿の作成について」のワードファイルに記載しております。

○請負業者は、共通仕様書１－１－１６の第２項により、労務費調査へ協力する責
務を負っており、そのための費用も請負業者が負担しなければなりません。

２．現況調査の実施および現況調査表の作成

　各立会官は、対象工事において、１０月１日から３１日までの間で協力会社(下請)が最
も多いと思われる日を作業工程表等より選定し、現況調査を実施してください。

　各立会官は、現況調査の際に確認した作業内容や（概数）労働者数等について、添付の
現況調査表(様式－１)に記入し、建設企画課の川野にメールで提出してください。

※詳しい要領は、別添②「現況調査表の作成」を参照下さい。

現況調査票の提出アドレス：kijyunchosa@pref.nagasaki.lg.jp

現況調査票の提出締切：令和２年１１月６日（金）

公共事業労務費調査　発注機関作業内容

2-3　労務費調査について

※　労務費調査に当たった担当者は、
　　現況調査表の作成をお願いします。
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現況調査表の作成

別添②
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【現況調査表の作成】 

現況調査表記入要領 

1.共通事項

(1) 現況調査表は、第１次審査実施前に対象工事現場の調査月（１０月調査の場合

は１０月）における作業内容及び概数労働者数を把握することにより、第１次審

査立会時における調査票記入内容の確認を行うことを目的とする。

(2) 現況調査表は、原則として、調査対象工事を発注した地方連絡協議会構成機関

の監督職員等が実施するものとする。

(3) 現況調査の実施は、調査月の任意の１日とし、調査月における当該現場の作業

内容及び概数労働者数等が把握できる日とする。

(4) 現況調査にあたっては、２．に示す項目について調査対象となる会社毎に確認

するものとし、調査月に稼働している全ての会社（協力会社を含む）を対象とす

る。

(5) 現況調査表の様式例を「様式１ 公共事業労務費調査（令和2年 10 月調査）現

況調査表」に示す。

2.確認事項

(1)現場作業内容

① 実施工程表等に基づき、元請会社からのヒアリング及び直接現場で確認を行

って記入する。

② 現場作業内容は、工種名又は科目名程度で職種の確認が可能な内容とする。

(2)概数労働者数

① 労働者数算出の対象となる労働者は、調査対象 51 職種に該当する労働者と

する。

② 概数労働者数は、現場における確認又は元請会社及び協力会社へのヒアリン

グによるほか、作業日報等の資料を確認する等により記入する。

③ 概数労働者数は、調査月に当該現場へ配置する概ねの労働者数を記入するこ

と。

別添②
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現況調査表記入要領の解説 

1.現況調査日の決定方法について

○ 予定工程表より稼働している協力会社の数が一番多いと思われる１日を選定して

下さい。

○ 例のような場合には、14 日～22 日が元請会社及び協力会社 3 社（合計 4 社）と

いちばん作業がラップしており、その内、特別に労働者数を増減していない 1 日

（例えば 15 日）を選定して調査願います。

2.現況調査票の会社数について

○ 現況調査表は 10 月に稼働している会社すべてが対象となります。

○ したがって、現況調査日に稼働していない会社がある場合は、第１次審査までに現

場代理人等に協力会社の稼働状況を確認して、稼働している会社が他にあった場合

は、ヒアリングして現況調査表を作成して下さい。

○ 例の場合、協力会社 Ｃ は 10 月に全く作業がないため作成する必要はありませ

ん。

○ 協力会社 Ｅ については現況調査日には稼働していませんが、第１次審査までに現

場代理人等にヒアリングして、現況調査表を作成して下さい。

○ よって、例の場合は５社分の現況調査表を作成していただくことになります。

3.作業内容、概数労働者数について

○ 現況調査日（ヒアリング日）に確認した作業内容、概数労働者数を記入する。

○ 作業内容は、工種名又は科目名（建築工事）程度で職種の確認が可能な内容としま

す。

○ 例の協力会社 Ｅ の場合のように現場代理人等にヒアリングの結果、前後で労働者

数が違う場合は人数の多い方を記入して下さい。（例の場合は 8 人の職種別人数を

記入して下さい）

4.現況調査表の提出について

○ 現況調査表は 1 枚に 3 社分記入できますが、対象会社が 4 社以上となる場合は

現況調査表をコピーして作成下さい。

○ 現況調査表は 1 部作成し、建設企画課の川野までメールで提出して下さい。
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《現況調査日の決定の例》 

対象会社名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

元請会社

協力会社　Ａ

協力会社　Ｂ

協力会社　Ｃ １０月に作業無し

協力会社　Ｄ

協力会社　Ｅ
労働者数８人 労働者数４人

調査月１０月の予定工程表
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※記入は発注機関の監督職員等  現況調査表の記載例 
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2-4　既通知文書について
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2-4　既通知文書について

要点

電子入札における縦覧設計書の作
成方法を掲載。

真夏日の定義を「日最高気温が３
０度以上」から「日最高気温が２
８度以上」と読み替える。

測量、設計、地質調査、解析業務
の印刷製本費として計上する費用
を改定。

契約書の改正による条文の修正等
に伴う改定。

離島地区の設計等業務でテレビ会
議を使用した場合の旅費と宿泊費
は減額。

「土木工事書類スリム化の手引き」
の改定について

これまでに修正した項目を新旧表
にまとめて令和2年5月版として改
定。

2建企第
131号

R2.5.26
「設計変更ガイドライン」及び「土
木設計業務等変更ガイドライン」の
改定について

2建企第
130号

R2.5.26

2建企第
174号

R2.6.17

文書名

(31建企第
813号)

R2.3.27
港湾・漁港請負工事積算基準の一部
改訂について

文書番号

(31建企第
812号)

R2.3.27
土木工事標準積算基準書の一部改訂
について

設計等業務のテレビ会議等に伴う離
島旅費の計上方法について

2建企第
206号

R2.7.1
設計図書・参考資料の作成要領につ
いて

2建企第
266号

R2.7.30

2建企第
301号

R2.8.21 印刷製本費の適切な計上について

新型コロナウイルス対策に伴う熱中
症予防について

2建企第
109号

R2.5.18
資材価格の特別（臨時）調査依頼の
早期依頼について

コロナの影響もあり、特別調査依
頼は早めに依頼するよう周知。

　令和2年4月1日以降に技術基準班から通知（イントラ掲載）した主な文書は下記のとおりで
す。今後の業務執行に留意して下さい。

(31建企第
820号)

R2.3.30
空港請負工事積算基準の一部改訂に
ついて

10/1以降は『別紙』を付ける必要
なし。

年月日

(31建企第
815号)

R2.3.27
工事関係書類の統一様式の活用につ
いて

建設業の働き方改革に向け、建設
産業界の負担軽減を図る取り組み
として九州内で工事関係書類の統
一化に取り組む。

31建企第
776号

(2建企第
69号)

R2.3.19
(R2.4.24)

「令和２年度 週休２日モデル工事
の試行要領」の策定及び実施につい
て

当初設計において、「４週８休」
の補正を行い発注し、達成状況に
より各パターンの補正に応じた変
更契約を行う。

2建企第92
号

R2.5.7
ダンプトラックのひっ迫状況に対す
る措置の廃止について

運転手の担い手不足の解消及び新
幹線工事の影響を受けていないこ
とから廃止。
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第 号

2 年 3 月 27 日

１．改訂内容

１）土木工事標準積算基準書（総則・共通編）の改訂

　第Ⅰ編　第２章　②間接工事費　３．現場管理費　

　別表第２　現場管理費率 該当ページ：Ⅰ-2-②-47、48

２．適用年月日

３．積算システムのデータ配信

令和２年３月３１日にデータ配信予定です。

４．その他

１）当面の間（令和２年９月末）は縦覧（参考資料）に別添を添付すること。

２）入札参加者へは、土木部ホームページ上に閲覧場所を掲載することに

　　より周知します。

令和２年４月１日以降に起工する工事について適用する。

建 設 企 画 課 長
（ 公 印 省 略 ）

土木工事標準積算基準書の一部改訂について

標記について、下記のとおり改訂しましたので、関係職員に周知願います。

記

３１建企 ８１２

令和

関 係 各 課 長

様関 係 各 地 方 機 関 長

（検査指導幹、石木ダム建設課長経由）

土木部 建設企画課 技術基準班 川野

ＴＥＬ：０９５－８９４－３０２５（ダイヤルイン）
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第 号

2 年 3 月 27 日

１．改訂内容

１）港湾・漁港請負工事積算基準の改訂

　第１部　第２章　２節　間接工事費　３．現場管理費　

　表－③　現場管理費率 該当ページ：２－２－１０

２．適用年月日

３．積算システムのデータ配信

令和２年３月３１日にデータ配信予定です。

４．その他

１）当面の間（令和２年９月末）は縦覧（参考資料）に別添を添付すること。

２）入札参加者へは、土木部ホームページ上に閲覧場所を掲載することに

　　より周知します。

令和２年４月１日以降に起工する工事について適用する。

建 設 企 画 課 長
（ 公 印 省 略 ）

港湾・漁港請負工事積算基準の一部改訂について

標記について、下記のとおり改訂しましたので、関係職員に周知願います。

記

３１建企 ８１３

令和

関 係 各 課 長

様関 係 各 地 方 機 関 長

（検査指導幹、石木ダム建設課長経由）

土木部 建設企画課 技術基準班

ＴＥＬ：０９５－８９４－３０２５（ダイヤルイン）
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第 号

2 年 3 月 30 日

１．改訂内容

１）空港請負工事積算基準の改訂

　第１部　第２章　②間接工事費　２．現場管理費　

　別表第２ 該当ページ：１－２－２９

２．適用年月日

３．積算システムのデータ配信

令和２年３月３１日にデータ配信予定です。

４．その他

１）当面の間（令和２年９月末）は縦覧（参考資料）に別添を添付すること。

２）入札参加者へは、土木部ホームページ上に閲覧場所を掲載することに

　　より周知します。

３１建企 ８２０

令和

関 係 各 課 長

様関 係 各 地 方 機 関 長

（検査指導幹、石木ダム建設課長経由）

令和２年４月１日以降に起工する工事について適用する。

建 設 企 画 課 長
（ 公 印 省 略 ）

空港請負工事積算基準の一部改訂について

標記について、下記のとおり改訂しましたので、関係職員に周知願います。

記

土木部 建設企画課 技術基準班

ＴＥＬ：０９５－８９４－３０２５（ダイヤルイン）
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別添

工事番号：

工事名：

現場管理費率：

２○○○第○○号

○○○○○○○○○工事

【令和２年４月１日改訂】を適用

　※施工地域補正は【令和元年１０月】を適用

↑一般土木のみ追記（R2.6.11付事務連絡）
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３１建企第 815 号 

                                                       令和２年３月 27 日 

 

土 木 部 関 係 各 課 （ 室 ） 長  

関 係 地 方 機 関 長  様 

(検査指導幹、石木ダム建設課長経由) 

 

 

建設企画課長 

 

 

工事関係書類の統一様式の活用について 

 

 

建設業の働き方改革に向け、建設産業界の負担軽減を図る取り組みとして、九

州・沖縄ブロック土木部長等会議メンバーである九州地方整備局、沖縄総合事務

局、県及び政令市において、令和２年度より工事関係書類の統一化に取り組むこ

ととなりました。 

受発注者の更なる業務効率化を図ることにより働き方改革を行うとともに、将

来の担い手確保に向けた取り組みですので、統一様式の活用徹底について関係職

員へ周知願います。また、受注業者へは関係職員から周知を図っていただきます

ようお願いします。 

 

記 

 

 

１．統一化様式：２６書類（添付一覧表参照） 

        ※長崎県土木部では様式を指定しないものもあります 

 

 

２．適用年月日：令和２年４月１日以降 

        ※ただし、令和３年３月３１日までは旧様式の使用も認める 

 

 

３．そ の 他：様式は、県HP（基準班イントラ）に掲載します 

 

                             

建設企画課 

公共工事契約指導班 岩本・後藤 

技術情報班 木下・田﨑 

技術基準班 光武・藤﨑 
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R2.4.1

様式番号 書類名称等
統一化
の対象

長崎県

様式-1 現場代理人等通知書 県様式使用

様式-1(2) 経歴書 県様式使用

様式-1(3) 現場代理人等変更通知書 県様式使用

様式-2 請負代金内訳書 県様式使用

様式-3(1) 工程表 ○ 様式フリー

様式-3(2) 変更工程表 ○ 様式フリー

様式-4 建設業退職金共済制度の掛金収納書 ○ ○

様式-5 請求書(前払金,中間前払金,指定部分完済払金,部分払金,完成代金) ○

様式-5(2) 請求内訳書(部分払) ○ 提出不要

様式-5(3) 請求内訳書(国債部分払) ○ 提出不要

様式-5(4) 請求内訳書(指定部分払) 提出不要

様式-6(1) ＶＥ提案書(契約後VE時) ○ 活用未定

様式-6(2) ＶＥ提案書(契約後VE時) ○ 活用未定

様式-6(3) ＶＥ提案書(契約後VE時) ○ 活用未定

様式-6(4) ＶＥ提案書(契約後VE時) ○ 活用未定

様式-7 品質証明員通知書 ○ 提出不要

様式-9 工事打合せ簿(指示,協議,承諾,提出,報告,通知) ○ ○

様式-10 材料確認書 ○ ○

様式-11 段階確認書 県様式使用

様式-12 確認・立会依頼書 ○ 提出不要

様式-13 工事事故速報 県様式使用

様式-14 工事履行報告書 ○ ○

様式-15 認定請求書 ○

様式-16 様式第19号の3 指定部分完成通知書 ○

様式-17 指定部分引渡書 ○ 提出不要

様式-18 工事出来高内訳書 ○

様式-19 様式第19号 請負工事既済部分検査請求書 ○

様式-21 様式第18号の2 修補完了届 ○

様式-22 部分使用承諾書 ○

様式-23 様式第11号 工期延期届 ○

様式-24 支給品受領書 ○ ○

様式-25 支給品精算書 ○ ○

様式-26 建設機械使用実績報告書 ○ ○

様式-27 建設機械借用・返納書 ○ ○

様式-28 現場発生品調書 ○ ○

様式-29 完成通知書 ○

様式-30 引渡書 提出不要

様式-31 出来形管理図表 ○ ○

様式-31-2 出来形合否判定総括表 ○ 提出不要

様式-32 品質管理図表 ○ ○

様式-33 品質証明書 ○ 提出不要
様式-
34(1)

創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料) ○ ○
様式-
34(2)

創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料) ○ ○

26 22

※ 上表は、国土交通省が定める「工事関係書類の標準様式」の一覧であり、そのうち「統一化の対象」が○の様式について

九州・沖縄ブロックで統一様式として運用を図ることとしていますが、長崎県においての取扱いは「長崎県」を参照してください。

※ 統一された様式は、以下のホームページにて掲載しています。

九地整HP： http://www.qsr.mlit.go.jp/for_company/koujisyorui.html

県HP： https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~kijun/

令和２年度における「工事関係書類の統一化」の対象書類
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２ 建 企 第 １ ０ ９ 号 

令和２年５月１８日 

 

土 木 部 関 係 各 課 （ 室 ） 長 

土 木 部 外 関 係 各 課 （ 室 ） 長     様 

関 係 地 方 機 関 長      

(検査指導幹、石木ダム建設課長経由) 

 

 

建設企画課長   

（公印省略）        

 

資材価格の特別（臨時）調査依頼の早期依頼について 

 

標記について、令和2年4月1日より受付を開始しておりますが、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止の観点から、調査会社や資材メーカーには在宅勤務を実

施しているところがあり、依頼内容の確認作業に時間を要するため、特別（臨

時）調査結果の報告に遅れが生じております。発注に際し、特別（臨時）調査

を依頼する必要がある場合は、早めの調査依頼に努めていただきますようお願

いします。 
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２ 建 企 第 １ ３ ０ 号 

令和２年５月２６日 

 

関 係 各 課 長  

関係各地方機関長 様 

（検査指導幹、石木ダム建設課長経由）  

 

長崎県土木部 

建設企画課長 

（公印省略） 

 

「土木工事書類スリム化の手引き」の改定について 

 

 

令和元年５月１７日付け３１建企第１３２号で通知した「土木工事書類スリ

ムかの手引き」について、これまでに修正した項目を含めて新旧表にまとめ、

2020 年 5 月版として改定しましたので、通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ １ 建 企 第   号 

 

 

土木部 建設企画課 技術基準班 

電 話：０９５－８９４－３０２５（ダイヤルイン） 

メール：kijyun@pref.nagasaki.lg.jp 
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                                ２ 建 企 第 １ ３ １ 号 

令和２年 5 月２６日 

土木部関係各課長  

関 係 地 方 機 関 長   様 

  

 

長 崎 県  土 木 部 

建 設 企 画 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

「設計変更ガイドライン」及び「土木設計業務等変更ガイドライン」の改定について 

 

 

 

標記について、平成 2９年５月 30 日付け２９建企第１３４号で通知した「設計変更ガイドラ

インの改定について」及び平成 28 年 3 月 30 日付け２７建企第６５２号で通知した「土木設計

業務等変更ガイドライン」について、契約書の改正による条文の修正等に伴い、改定しましたの

で、通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木部 建設企画課 技術基準班 川野 

TEL：０９５－８９４－３０２５（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

Email：kijyun@pref.nagasaki.lg.jp 

189



２建企第 174 号 

令和２年 6 月 17 日 

土木部関係各課（室）長  

関 係 地 方 機 関 長     様 

(検査指導幹、石木ダム建設課長経由) 

 

建設企画課長                                                               

（公印省略） 

 

設計等業務のテレビ会議等に伴う離島旅費の計上方法について 

 

離島地区（五島・上五島・壱岐・対馬）の設計等業務での設計協

議や納品検査における旅費及び宿泊について、テレビ会議等を使用

した場合は、設計変更にて旅費及び宿泊費を減額することとしまし

たので、通知します。 

 

記 

 

１． 令和２年７月１日以降に発注する設計等業務に適用する。 

なお、発注済みの設計等業務であっても適用可とする。 

２． 起工時から離島旅費を計上している設計等業務に適用する。 

３． 離島旅費の減額については、受発注間協議の上、実績に応じ

て設計変更すること。 

 

 

（問合せ先）  

土木部 建設企画課  

技術基準班 椋尾 
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２ 建 企 第 ２ ０ ６ 号 

令 和 ２ 年 ７ 月 １ 日 

  

関 係 各 課 長 

関 係 地 方 機 関 長     様 

(検査指導幹及び石木ダム建設課長経由) 

建 設 企 画 課 長  

                                                                  （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

設計図書・参考資料の作成要領について  

 

 

標記について、１７技第３５７号により運用しているところですが、電子（縦覧）設計図書の作

成方法に一部差異が見られることから、下記のとおり取り扱うこととしましたので、関係職員へ周

知していただきますようよろしくお願い致します。 

なお、平成１８年３月２日付１７技第３５７号「設計図書・参考資料の作成要領について」並びに

１３技第２８５号「数量総括表作成の運用について」は廃止致します。 

 

 

記 

 

 

１．作 成 要 領：別添１「設計図書・参考資料の作成要領」による。 

 

 

２．主な変更点：電子（縦覧）設計図書の作成方法を掲載 

 

 

３．適 用 日：令和２年７月１日以降に電子（縦覧）設計図書を作成するもの。 

 

 

 

 

  

建設企画課 技術基準班 

TEL：095-894-3025 

E-mail：kijyun@pref.nagasaki.lg.jp 
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（別添１） 

設計図書・参考資料の作成要領  

  

１．適用範囲  

長崎県土木部の所管する工事、及び業務委託とする。ただし、建築・住宅工事を除く。  

  

２．編集方法 

「設計図書」と「参考資料」に分割・編集する。  

  

３．設計図書の内容 

設計図書には、工事目的物の品質・規格・数量など、又は業務委託の精度・規格など、発注者

が契約事項として指定する情報や、個々の工事・業務委託における特記事項を記載する。 

なお、設計図書は契約事項が記載された書類であるため、契約図書の一部となる。 

 

４．参考資料の内容 

参考資料には、入札参加業者の適正・迅速な見積もりに必要な情報（積算に用いた建設機械の

機種・規格、指定仮設以外の仮設の数量、測量の地域・地形等の変化率など）を記載する。 

（契約事項ではない。）  

また、見積もりにより決定した歩掛等を積算に使用した場合は参考資料において、数量（工数

等）を公表する。ただし、県及びその他の機関等により公表されている積算基準による数量（工

数等）は非表示とする。 

なお、参考資料は契約上の拘束力を生ずるものではないため、契約図書には添付されない。 

  

５．設計図書・参考資料の構成  

（１） 設計図書  

  

品質・規格等、契約事項と

なる情報を明示する。 

  ※明細書は添付しない。 

 

 

 

    ＜数量総括表について＞  

      別添２「数量総括表についての運用」による。 

     ＜数量計算書について＞  

      数量計算書は、設計図書には添付しない。  

      （契約後、請負業者に必要に応じて数量計算書のコピーを渡すことができる。）  

  

（２） 参考資料  

 

       

       見積もり歩掛等  

を公表する。  

      

⑦ 図面（原則  A 3 版）   
⑥ 数量計算書 

⑤ 一位代価表 
④ 工事明細書 

③ 本工事内訳書 

② 設計書積算条件 

① 参考資料 表紙  注：点線枠で表示しているもの  

  は、必要に応じて添付する。    

指定仮設以外の仮設に関 

する資料を添付。   

④図面（原則Ａ３版）   
③ 特記仕様書 

② 数量総括表 

① 設計図書 表紙 
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６．電子（縦覧）設計図書作成方法（工事・業務で電子入札を行うもの） 

 

（１）マスターＣＤ作成手順 

①帳票および図面のＰＤＦファイルを作成する 

②作成した各ＰＤＦファイルを「設計図書.pdf」、「参考資料.pdf」に結合する。 

③マスターＣＤにファイルを書き込む 

  ・マスターＣＤには圧縮ファイルだけを保存する。 

  ・圧縮ファイルはフォルダごとＺＩＰ形式で圧縮して作成する。 

  ・圧縮ファイルの名称は、PEIS 番号_tosho_連番（２桁）とする。  

   （例） 123456_tosho_01 

       123456_tosho_02 

    ※ファイル名は半角英数字と一部の記号のみ利用可能。 

  ・ファイル容量は１個あたり ２０メガバイトまで。 

   ２０メガバイトを超える場合は、ファイルを分割する。 

  ・｛PEIS 番号_tosho_連番（２桁）｝に「設計図書.pdf」、「参考資料.pdf」および（必要に応じ

て）「その他資料（ＰＤＦ形式）」を保存する。 

 

（２）フォルダ構成および作成例 

 

        は、フォルダを示す 

設計図書.pdf 

位置図 

平面図 

縦断図 

横断図 

構造図 

表紙（設計図書） 

数量総括表 

特記仕様書 

標準断面図 

表紙（参考資料） 

本工事内訳表 

積算条件 

一位代価表 

その他資料（ＰＤＦ形式） 

123456_tosho_01 

図面 

参考資料.pdf 
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（３）ＣＤ－Ｒ表面の記載例 

 

①ＣＤ－Ｒの表面にも間違い防止のため、マジック、印鑑等で工事（委託）番号等を明記するこ

と。ただし、通し番号など指名業者数が推定できるようなものは記入しないこと。 

②ＣＤ－Ｒの表面へは専用のラベル（強粘着性）以外のネームランド等のシールは故障の原因と

なる恐れがあるので貼り付けないこと。 

  

「作成イメージ」 
１２３４５６ 

２○○第 ○○ 号 

○○地区△△△△⼯事 

PEIS 番号・工事番号・工事

名を記入する 

マスターＣＤであることを 

記入する 

マスターＣＤ 
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（別添２） 

 

数量総括表についての運用（設計図書添付用）  

 

 

 

１）数量総括表は設計図書に必ず添付する。 

 

２）数量総括表には、標準歩掛に関する記載、補正係数は記載しない。 

 

３）任意仮設の数量は「１式」と記載する。（足場、型枠等） 

  （例） 

         積算数量       数量総括表に記載する数量 

     足場 １００掛 m2       足場  １式 

 

４）本工事費内訳書に明細書（Ａ明細書、Ｂ明細書）を積上げている場合は、設計図書には 

明細書の数量表は添付しない。 

 

５）支給材料表及び貸与材料表は、必要に応じて別途添付する。 
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２建企第２６６号 

令和２年 ７月３０日 

 

土 木 部 関 係 各 課 （ 室 ） 長  

関 係 地 方 機 関 長     様 

(検査指導幹、石木ダム建設課長経由) 

 

 

建設企画課長  

 

 

新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防について 

 

標記について、熱中症対策に掛かる経費に関しては、３１建企第２２７号「熱中

症対策に資する現場管理費の補正の試行について」にて運用しておりましたが、九

州ブロック発注者協議会事務局（国土交通省九州地方整備局企画部技術調整管理

官）より別紙のとおり通知があったことから、当面の間、新型コロナウィルスが終

息するまで、運用の一部を変更しましたので、通知します。 

 

 

                  記 

 

 

   変更内容：真夏日の定義を「日最高気温が３０度以上」から「日最高気温が２８度以

上」と読み替える。 

        また、「夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０度以上」について

も、「最高気温が２８度以上」と読み替える。 

    適   用：本通知日以降に発注する工事に適用する。  

なお、発注済みの工事であっても適用可とする。 

  

  

建設企画課技術基準班 椋尾 

TEL：095-894-3025（ダイヤルイン） 
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２ 建 企 第 ３ ０ １ 号 

                                                        令和２年８月２１日 

 

 

土木部関係各課長 様 

関 係 地 方 機 関 長 様 

 

 

建 設 企 画 課 長 

       （ 公 印 省 略 ） 

 

 

印刷製本費の適切な計上について 

 

 

 

令和２年１０月以降の測量業務、設計業務、地質調査業務及び地質調査業務の解

析等調査業務について、印刷物の提出を求める場合は、別紙費用を計上することと

します。 

 

 

記 

 

 

１．対象業務：港湾・漁港事業を除く測量業務、設計業務、地質調査業務及び地

質調査業務の解析等調査業務 

 

２．適  用：令和２年１０月１日以降に起工する業務に適用する。 

 

３．そ の 他：以下の文書は、本通知の適用に伴い廃止する。 

       ・平成２９年８月１７日付け ２９建企第３０７号 

        印刷製本費の適切な計上について 

       ・令和元年８月３０日付け  ３１建企第３９４号 

        印刷製本費の適切な計上について 
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印刷製本費 別紙

適用範囲

・長崎県で発注する測量業務の印刷製本費用に適用する。

注意事項

・紙代（プリンタのリース料など）、金文字黒表紙、ドッチファイル、図面袋等の資材代及び印刷

に要する一切の費用を含む。

・電子成果品作成費は別途計上することから、電子データで完成している報告書を印刷し、

製本（穴あけ・綴じ込み・図面折り込み）作業に要する費用を含む。

・大図面（A0,A1サイズ等）については、発注者から要求される標準的な枚数を含む。

・設計変更により直接人件費が増減する場合は、印刷製本費についても適切に変更すること。

・直接人件費が２０百万円を超える場合は、起工前に参考見積りを徴すること。

・測量と設計など抱き合わせて発注する場合、業務ごとに印刷製本費を計上すること。

・測量と設計など抱き合わせて発注する場合、納品形態は合冊、分冊どちらの場合も適用可とする。

1部あたり

表紙（外枠） 直接人件費 直接経費 備考

～１百万円 28 千円
～２百万円 40 千円
～３百万円 59 千円
～４百万円 72 千円
～５百万円 83 千円
～６百万円 88 千円
～７百万円 100 千円
～８百万円 105 千円
～９百万円 117 千円

～１０百万円 124 千円
～１１百万円 133 千円
～１２百万円 140 千円
～１３百万円 149 千円
～１４百万円 158 千円
～１５百万円 167 千円
～１６百万円 175 千円
～１７百万円 183 千円
～１８百万円 193 千円
～１９百万円 201 千円
～２０百万円 210 千円
～１百万円 22 千円
～２百万円 34 千円
～３百万円 52 千円
～４百万円 63 千円
～５百万円 70 千円
～６百万円 76 千円
～７百万円 87 千円
～８百万円 91 千円
～９百万円 107 千円

～１０百万円 110 千円
～１１百万円 118 千円
～１２百万円 123 千円
～１３百万円 130 千円
～１４百万円 137 千円
～１５百万円 145 千円
～１６百万円 152 千円
～１７百万円 159 千円
～１８百万円 166 千円
～１９百万円 173 千円
～２０百万円 180 千円

金文字黒表紙

ドッチファイル
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印刷製本費 別紙

適用範囲

・長崎県で発注する設計業務の印刷製本費用に適用する。

注意事項

・紙代（プリンタのリース料など）、金文字黒表紙、ドッチファイル、図面袋等の資材代及び印刷

に要する一切の費用を含む。

・電子成果品作成費は別途計上することから、電子データで完成している報告書を印刷し、

製本（穴あけ・綴じ込み・図面折り込み）作業に要する費用を含む。

・大図面（A0,A1サイズ等）については、発注者から要求される標準的な枚数を含む。

・設計変更により直接人件費が増減する場合は、印刷製本費についても適切に変更すること。

・直接人件費が２０百万円を超える場合は、起工前に参考見積りを徴すること。

・測量と設計など抱き合わせて発注する場合、業務ごとに印刷製本費を計上すること。

・測量と設計など抱き合わせて発注する場合、納品形態は合冊、分冊どちらの場合も適用可とする。

1部あたり

表紙（外枠） 直接人件費 直接経費 備考

～１百万円 28 千円
～２百万円 41 千円
～３百万円 58 千円
～４百万円 72 千円
～５百万円 82 千円
～６百万円 86 千円
～７百万円 99 千円
～８百万円 103 千円
～９百万円 117 千円

～１０百万円 123 千円
～１１百万円 131 千円
～１２百万円 139 千円
～１３百万円 147 千円
～１４百万円 156 千円
～１５百万円 163 千円
～１６百万円 175 千円
～１７百万円 183 千円
～１８百万円 193 千円
～１９百万円 201 千円
～２０百万円 210 千円
～１百万円 22 千円
～２百万円 34 千円
～３百万円 50 千円
～４百万円 62 千円
～５百万円 69 千円
～６百万円 74 千円
～７百万円 87 千円
～８百万円 91 千円
～９百万円 105 千円

～１０百万円 109 千円
～１１百万円 115 千円
～１２百万円 122 千円
～１３百万円 128 千円
～１４百万円 137 千円
～１５百万円 145 千円
～１６百万円 152 千円
～１７百万円 159 千円
～１８百万円 166 千円
～１９百万円 173 千円
～２０百万円 180 千円

金文字黒表紙

ドッチファイル
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印刷製本費 別紙

適用範囲

・長崎県で発注する地質調査業務、地質調査業務の解析等調査業務の印刷製本費用に適用する。

注意事項

・紙代（プリンタのリース料など）、金文字黒表紙、ドッチファイル、図面袋等の資材代及び印刷

に要する一切の費用を含む。

・電子成果品作成費は別途計上することから、電子データで完成している報告書を印刷し、

製本（穴あけ・綴じ込み・図面折り込み）作業に要する費用を含む。

・大図面（A0,A1サイズ等）については、発注者から要求される標準的な枚数を含む。

・設計変更により直接調査費や直接人件費が増減する場合は、印刷製本費についても適切に変更すること。

・直接調査費や直接人件費が２０百万円を超える場合は、起工前に参考見積りを徴すること。

・地質調査と解析など抱き合わせて発注する場合、業務ごとに印刷製本費を計上すること。

・地質調査と解析など抱き合わせて発注する場合、納品形態は合冊、分冊どちらの場合も適用可とする。

1部あたり

表紙（外枠）
直接調査費（地質調査）

直接人件費（解析）
直接経費

（地質調査）
直接経費
（解析）

備考

～１百万円 28 千円 28 千円
～２百万円 40 千円 40 千円
～３百万円 58 千円 58 千円
～４百万円 72 千円 72 千円
～５百万円 82 千円 82 千円
～６百万円 86 千円 86 千円
～７百万円 99 千円 99 千円
～８百万円 103 千円 103 千円
～９百万円 117 千円 117 千円

～１０百万円 123 千円 123 千円
～１１百万円 129 千円 129 千円
～１２百万円 136 千円 136 千円
～１３百万円 143 千円 143 千円
～１４百万円 150 千円 150 千円
～１５百万円 157 千円 157 千円
～１６百万円 165 千円 165 千円
～１７百万円 173 千円 173 千円
～１８百万円 182 千円 182 千円
～１９百万円 191 千円 191 千円
～２０百万円 201 千円 201 千円
～１百万円 22 千円 22 千円
～２百万円 34 千円 34 千円
～３百万円 50 千円 50 千円
～４百万円 62 千円 62 千円
～５百万円 69 千円 69 千円
～６百万円 74 千円 74 千円
～７百万円 87 千円 87 千円
～８百万円 91 千円 91 千円
～９百万円 105 千円 105 千円

～１０百万円 109 千円 109 千円
～１１百万円 113 千円 113 千円
～１２百万円 119 千円 119 千円
～１３百万円 125 千円 125 千円
～１４百万円 131 千円 131 千円
～１５百万円 138 千円 138 千円
～１６百万円 144 千円 144 千円
～１７百万円 152 千円 152 千円
～１８百万円 159 千円 159 千円
～１９百万円 167 千円 167 千円
～２０百万円 176 千円 176 千円

金文字黒表紙

ドッチファイル
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AC0611
四角形

AC0611
テキストボックス
ここに必要部数を計上する。

AC0611
線

AC0611
テキストボックス
参考資料
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